
（平成２３年１月１９日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 19 件

厚生年金関係 19 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 31 件

厚生年金関係 31 件

年金記録確認神奈川地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

神奈川厚生年金 事案 4937 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成５年 11 月１日から６年 10 月１日までの期間につ

いて、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立

人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当該期間に係

る標準報酬月額の記録を 36 万円に訂正することが必要である。 

   申立期間のうち、平成６年 10 月１日から７年１月６日までの期間に係

る標準報酬月額については、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

ることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を 36 万円に訂正するこ

とが必要である。 

   なお、事業主が平成６年 10 月から同年 12 月までの上記訂正後の標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否かについては、明らかで

ないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成５年 11 月１日から７年１月６日まで 

    私は、昭和 60 年７月から平成７年１月まで、Ａ社に勤務していた。 

    平成７年１月に会社が倒産したことにより、健康保険被保険者証を返

納したが、その時に厚生年金保険の標準報酬月額が 15 万円になってい

ることを知った。当時の私の給料は 36 万円であり、厚生年金保険料も

36 万円に見合った保険料を給与から控除されていたと思う。 

    調査の上、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、平成５年 11 月１日から６年 10 月１日までの期間につ

いて、オンライン記録によると、申立人のＡ社における厚生年金保険の標

準報酬月額は、当初、申立人が主張する 36 万円と記録されていたところ、

同年３月７日付けで５年 11 月１日に遡って 15 万円に訂正処理されている



  

ことが確認できる。 

   また、申立期間当時にＡ社で経理事務を担当していた同僚は、「当時、

会社が社会保険料を支払えず、社会保険事務所へ度々相談に行き、同所の

担当者から、社長の厚生年金保険被保険者資格の喪失及び従業員の標準報

酬月額の引下げを遡って行わないと、従業員全員の厚生年金保険被保険者

の資格を喪失すると言われ、標準報酬月額を引き下げる届出を行った。」

と証言しているところ、オンライン記録から、当該同僚を含む複数の同僚

が、平成６年３月７日付けで５年 11 月１日に遡って標準報酬月額が引き

下げられていることが確認できるほか、同社の事業主は、６年３月９日付

けで５年 10 月の健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届に基

づく定時決定による標準報酬月額が取り消され、同日付けで同年６月１日

に遡って厚生年金保険被保険者資格を喪失していることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、平成６年３月７日付けで行われた遡及訂

正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行った当該遡

及訂正処理に合理的な理由は無く、当該期間における標準報酬月額に係る

有効な記録の訂正があったとは認められない。このため、当該遡及訂正処

理の結果として記録されている申立人の５年 11 月から６年９月までの標

準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 36 万円に訂正す

ることが必要である。 

   なお、当該遡及訂正処理を行った日以降の最初の定時決定（平成６年

10 月１日）で 15 万円と記録されているところ、当該処理については遡及

訂正処理との直接的な関係をうかがわせる事情が見当たらず、社会保険事

務所の処理が不合理であったとは言えない。 

   また、申立期間のうち、平成６年 10 月１日から７年１月６日までの期

間について、申立人は、標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、

これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、当該期間の標準報酬月額は、申立人から提出されたＡ社の

平成６年分の給与所得源泉徴収票において確認できる社会保険料等の金額

から、36 万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行したか否かにつては、事業主は不明としており、こ

のほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明ら

かでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府が当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事



  

業主が申立てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対し行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらな

いことから、行ったとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4938 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成５年１月１日から６年６月１日までの期間につい

て、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人

が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当該期間の標準

報酬月額の記録を 20 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61 年６月１日から平成 10 年３月 21 日まで 

    私は、昭和 56 年４月１日から平成 10 年３月 20 日まで、Ａ社におい

て、Ｂ職として勤務していた。 

    申立期間当時、月給は 20 万円から 35 万円ぐらいあったが、昭和 61

年６月から標準報酬月額が不自然に減額しており、給与支給額に見合う

標準報酬月額となっていない。また、平成５年１月から６年５月までの

標準報酬月額が遡って８万円に引き下げられているので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、平成５年１月１日から６年６月１日までの期間につい

ては、オンライン記録では、当初、申立人の当該期間の標準報酬月額は

20 万円と記録されていたところ、同年４月 26 日付けで、遡って８万円に

引き下げられていることが確認できる上、申立人のほかに 70 名以上の被

保険者についても、同様の標準報酬月額の訂正処理が行われている。 

   また、滞納処分票により、当該期間において、Ａ社が厚生年金保険料を

滞納していたことが確認できる。 

   これらの事実を総合的に判断すると、平成６年４月 26 日付けで行われ

た訂正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が標準報酬

月額の減額処理を行う合理的な理由も無いことから、有効な記録の訂正が

あったとは認められない。このため、当該遡及訂正処理の結果として記録

されている申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事

務所に当初届け出た 20 万円に訂正することが必要と認められる。 



  

   一方、申立期間のうち、昭和 61 年６月１日から平成５年１月１日まで

の期間及び６年６月１日から 10 年３月 21 日までの期間について、オンラ

イン記録によると、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、それ以前の

標準報酬月額と比較して低い額に記録されている。 

   しかし、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料が事業

主により給与から控除されていたかについては、これを確認できる資料は

無く、申立人と同様に、当該期間に係る標準報酬月額が、それ以前の標準

報酬月額と比較して低い額に記録されている同僚が所持する給与明細書に

よると、オンライン記録における標準報酬月額を超える給与支給額であっ

たことは確認できるものの、控除されている厚生年金保険料はオンライン

記録における標準報酬月額に基づく保険料であることが確認できる。 

   また、当該期間については、遡った記録の訂正等の不合理な処理の形跡

は見当たらない。 

   このほか、当該期間において、申立人が主張する標準報酬月額に基づく

保険料の控除をうかがえる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

当該期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4939 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における厚生年金

保険被保険者資格の取得日に係る記録を昭和 27 年９月１日に、同資格の

喪失日に係る記録を 28 年９月 24 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 11 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27 年９月１日から 28 年９月 24 日まで 

    私は、昭和 21 年にＡ社に入社し、38 年に退職するまで、同社に継続

して勤務していた。途中、何度か労働組合の役員を務めたが、同社を退

職したことは無く、継続して社員であったにもかかわらず、申立期間の

厚生年金保険の被保険者記録が欠落している。当該期間を被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社Ｂ工場の同僚の証言、申立人が昭和 27 年３月１日から同年８月 31

日まで役員を務めたＣ労働組合Ｄ支部における後任者の証言及び 28 年８

月 30 日に設立されたＥ労働組合（現在は、Ｆ労働組合）が保管する機関

紙から判断すると、申立人が申立期間において同社Ｂ工場に勤務していた

ことが認められる。 

   また、申立人は、Ａ社Ｂ工場に社員として入社した昭和 21 年９月から

同社Ｂ工場がＧ社となった 30 年頃までの期間について、Ａ社Ｂ工場Ｈ課、

Ｃ労働組合及びＥ労働組合以外に勤務したことは無いとしているところ、

Ｃ労働組合Ｄ支部に係る厚生年金保険被保険者資格を喪失した 26 年９月

６日及びＥ労働組合に係る被保険者資格を喪失した 29 年３月６日には、

いずれも直ちに同社Ｂ工場において被保険者資格を取得している。 



  

   さらに、Ｆ労働組合が保管する組合史には、申立期間当時、Ｃ労働組合

が主導する労働争議のためＡ社の職場秩序が乱れ生産活動も著しく阻害さ

れていたことから、これを終結させるためにＥ労働組合が設立された旨が

記載されているところ、同労働組合が厚生年金保険の適用事業所となった

昭和 28 年９月 24 日に厚生年金保険被保険者資格を取得した者のうち、申

立人以外の７名は、申立期間当時、Ａ社において厚生年金保険の被保険者

であったことが確認できる。 

   加えて、Ｃ労働組合Ｄ支部で厚生年金保険の被保険者であったほぼ全て

の者は、同労働組合Ｄ支部で被保険者資格を喪失すると同時に、Ａ社にお

ける従前の事業所に復帰し、被保険者資格を取得していることが確認でき

る。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場におけ

る昭和 27 年２月の社会保険事務所（当時）の記録、Ｃ労働組合Ｄ支部に

おける同年８月の同記録、及びＥ労働組合における 28 年９月の同記録か

ら 8,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出され

た場合には、その後被保険者資格の喪失届を提出する機会があったことと

なるが、いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録してお

らず、これは通常の事務処理では考え難いことから、事業主から当該社会

保険事務所へ資格の得喪に係る届出は行われておらず、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る昭和 27 年９月から 28 年８月までの保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 4940 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 55 年 10 月１日から 56 年 10 月１日までの期間に

ついて、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た申立人の標準報酬月

額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当

該期間に係る標準報酬月額の記録を 36 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 51 年 12 月 29 日から 55 年 10 月１日まで 

             ② 昭和 55 年 10 月１日から 56 年 10 月１日まで 

    申立期間①については、全ての期間の給与明細書を所持しているわけ

ではないが、オンライン記録のＡ社における標準報酬月額が適正である

か確認してほしい。 

    また、申立期間②については、オンライン記録の標準報酬月額は 34

万円となっているが、所持している給与明細書では、控除されていた厚

生年金保険料に見合う標準報酬月額は 36 万円であり、給与明細書にも

標準報酬月額は 36 万円と記載されているので、当該期間の標準報酬月

額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②について、オンライン記録によると、申立人の当該期間に係

る標準報酬月額は 34 万円となっているが、申立人の所持する当該期間に

係る給与明細書から、申立人は、36 万円の標準報酬月額に見合う厚生年

金保険料を給与から控除されていることが確認できる。 

   また、上記の給与明細書には、社会保険標準報酬月額欄が設けられてい

るところ、当該記載欄には、標準報酬月額が 36 万円と記載されている。 

   さらに、Ａ社は、「給与明細書の標準報酬月額は、社会保険事務所に届

け出た金額を記載している。」旨を回答しているところ、申立人が所持す

る昭和 55 年５月から同年７月までの給与明細書を検証した結果、当該期

間における報酬月額に基づく同年 10 月の定時決定に係る標準報酬月額は



  

36 万円となることが確認できる。 

   加えて、申立人が所持する申立期間②以外の期間に係る給与明細書の社

会保険標準報酬月額欄に記載されている標準報酬月額は、Ａ社の申立人に

係る事業所別被保険者名簿の標準報酬月額と全て一致しており、控除され

ている厚生年金保険料額も適切であることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、事業主が、社会保険事務所に届け出た標

準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められること

から、申立人の申立期間②に係る標準報酬月額を 36 万円に訂正すること

が必要である。 

   一方、申立期間①について、当該期間のうち、昭和 53 年 10 月、同年

11 月及び 54 年１月から 55 年９月までの期間については、申立人が所持

する給与明細書から、控除されている厚生年金保険料に見合う標準報酬月

額は、Ａ社の申立人に係る事業所別被保険者名簿の標準報酬月額及び給与

明細書に記載されている社会保険標準報酬月額と一致していることが確認

できる。 

   また、Ａ社から提供された申立人に係る昭和 52 年分から同年 55 年分ま

での源泉徴収票の社会保険料等の金額欄に記載された金額を検証したとこ

ろ、申立人が給与明細書を所持していない期間については、オンライン記

録の標準報酬月額から算出した健康保険及び厚生年金保険の保険料額に雇

用保険料額を加算した額とほぼ一致することが確認できる。 

   さらに、申立人の申立期間①に係る標準報酬月額は、Ａ社のほかの同僚

と比較して著しく低額であるなどの事情も見受けられない上、申立人及び

同僚について、標準報酬月額の遡及訂正等の不自然な処理が行われた形跡

は確認できない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間①について、標準報酬月額の記録を訂正する必要は認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4941 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被

保険者資格の取得日に係る記録を平成７年４月１日に、同資格の喪失日に

係る記録を８年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 20 万円と

することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年４月１日から８年４月１日まで 

    私は、平成５年５月１日からＢ社に在籍し、７年４月１日から８年３

月 31 日までＡ社(現在は、Ｃ社)に出向し、Ｄ職（非常勤職員のＥ職）

として勤務していたが、申立期間が厚生年金保険の被保険者期間となっ

ていないので、被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｃ社の人事記録及び出勤簿から判断すると、申立人は申立期間において

Ａ社にＤ職として勤務し、勤務時間については常勤職員とほぼ同一水準で

あったものと認められる。 

   また、Ｃ社の社会保険事務の担当者は、「Ｄ職であっても、１週間当た

りの勤務時間が常勤職員の４分の３以上であれば、厚生年金保険に加入さ

せていたと考えられる。」と回答している。 

   さらに、Ａ社において申立期間にＤ職として勤務していた４名の同僚は、

全員が厚生年金保険の被保険者となっており、連絡を取ることができた３

名のうち２名は「厚生年金保険の加入について、事業主から加入を希望す

るか否かの確認はなかった。」と供述しており、残りの１名も「事業主か

ら厚生年金保険の加入を希望するか否かの確認があったかは覚えていない

が、Ｄ職であっても実態は常勤職員のＥ職と同様であり、厚生年金保険に



  

加入するものと認識していた。」と供述している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、Ｄ職である同僚の申立期間

における社会保険事務所（当時）の記録から、20 万円とすることが妥当

である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、当時の資料が無く不明としているが、仮に、事業主か

ら申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後、被

保険者報酬月額算定基礎届や被保険者資格の喪失届も提出されていると思

われるところ、いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録

しておらず、これは通常の事務処理では考え難いことから、事業主から当

該社会保険事務所へ被保険者資格の得喪等に係る届出は行われておらず、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る平成７年４月から８年３月ま

での保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係

る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 4942 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成８年 10 月１日から 10 年８月１日までの期間につ

いて、申立人の標準報酬月額の記録を８年 10 月から９年９月までは 50 万

円、同年 10 月から 10 年７月までは 56 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、平成８年 10 月から 10 年７月までの上記訂正後の標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年６月１日から 10 年８月１日まで 

    私の厚生年金保険被保険者記録を確認したところ、Ａ社で勤務してい

た期間のうち、平成８年６月から 10 年７月までの標準報酬月額が、実

際の報酬月額と相違している。当時の源泉徴収票を提出するので調査の

上、標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、平成８年 10 月１日から 10 年８月１日までの期間につ

いて、申立人が提出した８年分及び９年分の給与所得の源泉徴収票及び平

成 11 年度の市民税・県民税特別徴収税額の通知書から、８年 10 月から９

年９月までは 50 万円、同年 10 月から 10 年７月までは 56 万円の標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

   一方、申立期間のうち、平成８年６月１日から同年 10 月１日までの期

間については、申立人が提出した平成８年分給与所得の源泉徴収票におい

て推認できる厚生年金保険料に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の

標準報酬月額と一致することから、当該期間について、申立人が主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを認めることはできない。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ



  

いては、事業主は不明としているが、申立人から提出された給与所得の源

泉徴収票及び市民税・県民税特別徴収税額の通知書において推認できる保

険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保険事務所（当時）で記録されて

いる標準報酬月額が平成８年 10 月から 10 年７月までの長期間にわたり一

致していないことから、事業主は、給与所得の源泉徴収票及び市民税・県

民税特別徴収税額の通知書において推認できる保険料控除額に見合う報酬

月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見

合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 4943 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 11 年２月 17 日から同年６月２日まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の取

得日に係る記録を同年２月 17 日に訂正し、当該期間に係る標準報酬月額

を 47 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11 年１月から同年６月２日まで 

    私は、平成 11 年１月にＡ社Ｂ営業所に入社し、Ｃ業務を担当した。 

    しかし、厚生年金保険の記録によると、Ａ社における厚生年金保険被

保険者資格の取得日が平成 11 年６月２日になっており、入社当初の５

か月間の記録が無い。私が所持するＡ社が発行した給与明細書（平成

11 年３月から同年 10 月まで）によると、厚生年金保険料として４万

770 円が控除されている記載がある。調査の上、申立期間を厚生年金保

険被保険者期間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、平成 11 年２月 17 日から同年６月２日までの期間につ

いては、雇用保険の記録から、申立人がＡ社に勤務していたことが認めら

れる。 

   また、申立人から提出された平成 11 年３月分から同年 10 月分までの給

与明細書から、Ａ社は厚生年金保険料を翌月控除としていたことが確認で

きるところ、当該給与明細書には、厚生年金保険料を控除されていた旨の

記載が確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、平成 11 年

２月 17 日から同年６月２日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主に



  

より給与から控除されていたと認められる。 

   また、申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、給与明細書で

確認できる厚生年金保険料控除額から、47 万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認

できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対し行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び

周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

   一方、申立期間のうち、平成 11 年１月から同年２月 17 日までの期間に

ついて、申立人は、同年２月の給与明細書を保管しておらず、事業主は、

保険料控除に係る資料が無く不明と回答している上、同僚からも申立人の

当該期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除がうかがえる証言を

得られない。 

   このほか、申立人の当該期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控

除について、確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4944 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成３年９月１日から同年 10 月１日までの期間、６

年４月１日から７年 11 月１日までの期間及び同年 12 月１日から８年６月

30 日までの期間について、申立人の標準報酬月額を３年９月は 41 万円、

６年４月から同年 10 月までは 53 万円に、同年 11 月から７年 10 月までの

期間及び同年 12 月から８年５月までの期間は 44 万円に訂正することが必

要である。 

   なお、申立期間のうち、平成３年９月１日から同年 10 月１日までの期

間及び７年 12 月１日から８年６月 30 日までの期間について、事業主は、

上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否かに

ついては、明らかでないと認められ、６年４月１日から７年 11 月１日ま

での期間について、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成３年１月１日から４年６月１日まで 

             ② 平成６年４月１日から７年 11 月１日まで 

             ③ 平成７年 12 月１日から８年６月 30 日まで 

    私の厚生年金保険被保険者記録を確認したところ、Ａ社で勤務してい

た期間の標準報酬月額が、実際に支給された報酬金額と異なっている。

給与明細書及び家計簿を提出するので調査の上、標準報酬月額の記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、記録の



  

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められ

る保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲

内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定し、

記録訂正の要否を判断することとなる。 

   申立期間①のうち、平成３年９月１日から同年 10 月１日までの期間に

ついては、申立人が所持するＡ社の給与明細書において確認できる報酬月

額及び保険料控除額に見合う標準報酬月額（41 万円）がオンライン記録

における標準報酬月額（32 万円）を上回っていることが認められる。 

   申立期間②のうち、平成６年４月１日から同年 11 月１日までの期間に

ついては、申立人が所持する給与明細書及び家計簿により、報酬月額及び

保険料控除額に見合う標準報酬月額（53 万円）がオンライン記録におけ

る標準報酬月額（32 万円）を上回っていることが認められる。 

   申立期間②のうち、６年 11 月１日から７年 11 月１日までの期間につい

ては、申立人が所持する給与明細書及び家計簿により、申立人が当該期間

においてオンライン記録の標準報酬月額（６年 11 月から７年９月までは

32 万円、同年 10 月は 15 万円）を超える報酬月額の支払を受け、報酬月

額に見合う標準報酬月額（59 万円）より低い標準報酬月額（44 万円）に

見合う厚生年金保険料が控除されていたことが認められる。 

   申立期間③については、申立人が所持する給与明細書及び家計簿により、

申立人が当該期間においてオンライン記録の標準報酬月額（15 万円）を

超える報酬月額の支払を受け、報酬月額に見合う標準報酬月額（59 万

円）より低い標準報酬月額（44 万円）に見合う厚生年金保険料が控除さ

れていたことが認められる。 

   したがって、申立人の標準報酬月額については、平成３年９月は給与明

細書から確認できる厚生年金保険料控除額から 41 万円、６年４月から同

年 10 月までは給与明細書及び家計簿から確認できる報酬月額及び保険料

控除額から 53 万円、同年 11 月から７年 10 月までの期間及び申立期間③

については、給与明細書及び家計簿から確認できる保険料控除額から 44

万円とすることが妥当である。 

   一方、申立期間①のうち、平成３年１月１日から同年９月１日までの期

間及び同年 10 月１日から４年６月１日までの期間については、給与明細

書及び家計簿により、報酬月額に見合う標準報酬月額（３年１月から同年

７月までは 41 万円、同年８月及び同年 10 月から４年５月までの期間は

53 万円）は、オンライン記録における標準報酬月額（３年１月から同年

８月までは 32 万円、同年 10 月から４年５月は 41 万円）よりも高額であ

るものの、厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額（３年１月から同

年４月までの期間及び同年６月から同年８月までの期間は 30 万円、同年

５月は 32 万円、同年 10 月から４年５月は 41 万円）は、オンライン記録



  

の標準報酬月額より低額又は一致していることが確認できることから、特

例法による保険給付の対象に当たらないため、これを認めることはできな

い。 

   なお、申立期間①のうち平成３年９月１日から同年 10 月１日までの期

間及び申立期間③に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主は、不明と回答しており、このほかに確認できる関連資

料及び周辺事情が見当たらないことから明らかでないと判断せざるを得な

い。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 

申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、給与明細書等において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合

う標準報酬月額と社会保険事務所で記録されている標準報酬月額が長期間

にわたり一致していないことから事業主は、給与明細書等で確認できる報

酬月額又は保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、

社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行

っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 



  

神奈川厚生年金 事案 4945 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 23 年６月１日から 24 年 12 月 29 日までの期間に

ついて、事業主は、申立人が 23 年６月１日に厚生年金保険被保険者資格

を取得し、24 年 12 月 29 日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務

所（当時）に対し行ったことが認められることから、当該期間に係るＡ社

（現在は、Ｂ社）における厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日

に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 23 年６月及び同年７

月は 600 円、同年８月から 24 年４月までは 8,100 円、同年５月から同年

11 月までは 8,000 円とすることが妥当である。 

   また、申立人は、申立期間のうち、昭和 24 年 12 月 29 日から 25 年１月

13 日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｃ工場における厚生年金

保険被保険者資格の取得日に係る記録を 24 年 12 月 29 日に訂正し、当該

期間の標準報酬月額を 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23 年６月１日から 25 年１月 13 日まで 

    私は、昭和 14 年４月にＡ社に入社し、49 年３月に定年退職するまで、

同社に継続して勤務していた。ところが、ねんきん特別便の記録を確認

したところ、同社に勤務していた期間のうち、23 年６月１日から 25 年

１月 13 日までの期間の記録が欠落している。欠落している期間を厚生

年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和 23 年６月１日から 24 年 12 月 29 日までの期間に

ついて、Ｂ社及びＤ健康保険組合が提出した労働者名簿並びに申立人が提



  

出した同社が発行した 35 年勤続賞状から、申立人は当該期間にＡ社に継

続して勤務していたことが確認できる。 

   また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人

と同姓同名で生年月日の月が相違する者が、昭和 23 年６月１日に厚生年

金保険被保険者資格を取得し、24 年 12 月 29 日に同資格を喪失した基礎

年金番号に未統合の記録が確認できる。 

   さらに、上記名簿の被保険者記録は申立人の基礎年金番号と同一である

上、厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿及び申立人の厚生年金保険

被保険者証により、当該被保険者記録は申立人の記録であると判断するこ

とができる。 

   これらを総合的に判断すると、Ａ社の事業主は、申立人が昭和 23 年６

月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、24 年 12 月 29 日に同資格

を喪失した旨の届出を社会保険事務所に対し行ったことが認められる。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、上記被保険者名簿の記録か

ら、昭和 23 年６月及び同年７月は 600 円、同年８月から 24 年４月までは

8,100 円、同年５月から同年 11 月までは 8,000 円とすることが妥当であ

る。 

   申立期間のうち、昭和 24 年 12 月 29 日から 25 年１月 13 日までの期間

について、Ｂ社及びＤ健康保険組合が提出した労働者名簿並びに申立人が

提出した同社が発行した 35 年勤続賞状から判断すると、申立人は当該期

間においてＡ社に継続して勤務し（昭和 24 年 12 月 29 日に同社本社から

同社Ｃ工場に異動）、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

25 年１月の社会保険事務所の記録から、8,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連

資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対し行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情

が無いことから、行ったとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4946 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、平成 13 年６

月は 20 万円、同年７月から 15 年６月までは 24 万円、同年７月から 16 年

８月までは 26 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13 年６月１日から 16 年９月１日まで 

    私は、昭和 61 年９月から平成 18 年５月までＡ社で勤務したが、ねん

きん定期便では、当時の給料額より標準報酬月額が低い金額で記録され

ていることに気が付いた。給与明細書及び源泉徴収票があるので、標準

報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額

及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であるこ

とから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとな

る。 

   したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人が提出した申立

期間に係る給与明細書及び平成 13 年分、14 年分、15 年分及び 16 年分の

給与所得の源泉徴収票において推認できる厚生年金保険料額から、13 年

６月は 20 万円、同年７月から 15 年６月までは 24 万円、同年７月から 16

年８月までは 26 万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ



  

いては、給与明細書及び源泉徴収票において推認できる保険料控除額に見

合う標準報酬月額と社会保険事務所（当時）において記録されている標準

報酬月額が申立期間について、長期間にわたり一致していないことから、

事業主は、給与明細書及び源泉徴収票において推認できる保険料控除額に

見合う報酬月額を社会保険事務所に届け出ておらず、その結果、社会保険

事務所は、当該報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行っておら

ず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 4947 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 33 年９月１日から同年 10 月１日までの期間につ

いて、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支社における厚生年金保険被

保険者資格の取得日に係る記録を同年９月１日に訂正し、当該期間の標準

報酬月額を１万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33 年９月１日から同年 10 月１日まで 

             ② 昭和 59 年１月 31 日から 62 年１月 31 日まで 

    夫が、Ａ社に勤務していた期間のうち、同社本社から同社Ｂ支社に転

勤となった昭和 33 年９月１日から同年 10 月１日までの期間が、厚生年

金保険の被保険者となっていないことから、記録を訂正してほしい。 

    また、Ａ社を定年退職した翌日の昭和 59 年１月 31 日から 62 年１月

30 日まで、Ｃ財団に事務長として嘱託で勤務したが、その期間の厚生

年金保険の被保険者記録が欠落していることから、記録を訂正してほし

い。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、雇用保険の加入記録及びＡ社が保管している申立

人に係る社内履歴から判断すると、申立人は同社に継続して勤務し（昭和

33 年９月１日に、同社本社から同社Ｂ支社に異動）、当該期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支社にお

ける昭和 33 年 10 月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 8,000 円



  

とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料の納付義務を履行したか否

かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料

及び周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

   一方、申立期間②について、上司の証言から、申立人がＣ財団に勤務し

ていたことは推認できる。 

   しかしながら、申立人は、申立期間②のうち、昭和 59 年１月 31 日から

61 年１月 30 日までＤ健康保険組合の任意継続被保険者となっていること

が確認できる。 

   また、申立期間②当時は、厚生年金保険の被保険者であれば老齢年金が

支給停止されるところ、オンライン記録によると、申立人は、申立期間②

及びそれ以降においても老齢年金を全額受給していることが確認できる。 

   さらに、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4948 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における被保険者記録の

うち、申立期間に係る資格喪失日（平成６年６月 26 日）及び資格取得日

（平成６年７月４日）の記録を取り消し、申立期間の標準報酬月額を 34

万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年６月 26 日から同年７月４日まで 

    私は、昭和 58 年１月から平成８年２月までＡ社に継続して勤務して

いた。しかし、厚生年金保険の記録によると、同社に勤務していた期間

のうち、６年６月 26 日から同年７月４日までの厚生年金保険の被保険

者記録が無い。勤務していたのは確かなので、申立期間を被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立人は、Ａ社において昭和 59 年９月１日

に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、平成６年６月 26 日に同資格を

喪失後、同年７月４日に同社において再度資格を取得しており、申立期間

の被保険者記録が無いことが確認できる。 

   しかしながら、雇用保険の記録及び複数の同僚の供述から、申立人が申

立期間においてＡ社に継続して勤務していたことが認められる。 

   また、申立人から提出された給与明細書から、申立期間の厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   さらに、事業主は、「申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を控除し

た。」と回答している。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、



  

申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたものと認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書で確認できる支

払額及び厚生年金保険料控除額から、34 万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、保険料を納付しなかったことを認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の保険料について納入

の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、そ

の後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を

含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 4949 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 18 年 10 月 28 日から 20 年８月 24 日までの期間

について、Ａ社の事業主は、申立人が 18 年 10 月 28 日に厚生年金保険被

保険者資格を取得し、20 年８月 24 日に同資格を喪失した旨の届出を社会

保険事務所（当時）に対し行ったことが認められることから、申立人に係

る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正するこ

とが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、60 円とすることが妥当で

ある。 

   申立期間のうち、昭和 27 年３月１日から 28 年２月３日までの期間につ

いて、Ｂ社Ｃ支店の事業主は、申立人が 27 年３月１日に厚生年金保険被

保険者資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に対し行ったことが認め

られ、かつ、申立人の同社Ｃ支店における厚生年金保険被保険者の資格喪

失日は、28 年２月３日であったと認められることから、申立人に係る厚

生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが

必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、8,000 円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 18 年 10 月 28 日から 20 年８月 24 日まで 

             ② 昭和 27 年３月１日から 28 年２月３日まで 

    厚生年金保険の被保険者記録では、昭和 18 年 10 月 28 日から 20 年８

月 24 日までＡ社に勤務していた期間の厚生年金保険被保険者記録が欠

落している。また、私は、Ｂ社（現在は、Ｅ社）に 21 年６月に採用さ

れ、53 年５月に退職するまで勤務したが、27 年３月１日から 28 年２月

３日までの期間が空白となっている。それぞれの申立期間について、厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 



  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、Ａ社に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿

において、資格取得日が昭和 18 年 10 月 28 日、資格喪失日が 20 年８月

24 日となっている申立人と同姓同名で、生年月日が一致している基礎年

金番号に未統合の厚生年金保険被保険者記録が確認できる。 

   また、前記の被保険者名簿の被保険者番号は、申立人の基礎年金番号と

同一であることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、上記の記録は申立人の記録であり、申立

人が昭和 18 年 10 月 28 日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、20 年８

月 24 日に同資格を喪失した旨の届出を事業主が社会保険事務所に対し行

ったことが認められる。 

   なお、申立期間①に係る標準報酬月額は、上記の厚生年金保険被保険者

記録から、60 円とすることが妥当である。 

   申立期間②について、雇用保険の記録及びＥ社事業主の証言により、申

立人がＢ社に当該期間も継続して勤務(昭和 28 年２月３日に、Ｂ社Ｃ支店

から同社Ｄ支店へ異動)していたことが認められる。 

   また、Ｂ社Ｃ支店の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）において、資

格取得日が昭和 27 年３月１日、資格喪失日が 28 年２月１日となっている

申立人と同姓同名で、生年月日が相違している基礎年金番号に未統合の厚

生年金保険被保険者記録が確認できる。 

   さらに、前記の未統合の被保険者記録の被保険者番号は、申立人の基礎

年金番号と同一であることが確認できる。  

   これらを総合的に判断すると、上記の記録は申立人の記録であり、また、

申立人のＢ社Ｃ支店から同社Ｄ支店への異動日は昭和 28 年２月３日であ

ったと考えられることから、同社Ｃ支店の事業主は、申立人が 27 年３月

１日に厚生年金保険被保険者資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に

対し行ったことが認められ、かつ、申立人の同社Ｃ支店における厚生年金

保険被保険者の資格喪失日は、28 年２月３日であったと認められる。 

   なお、申立期間②に係る標準報酬月額は、上記の厚生年金保険被保険者

記録から、8,000 円とすることが妥当である。 



  

神奈川厚生年金 事案 4950 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被

保険者資格の喪失日に係る記録を昭和 42 年４月１日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額を、４万 2,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年３月 31 日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 32 年３月にＡ社に入社し、42 年４月にＢ社に異動した。

厚生年金保険の記録では、同年３月の被保険者記録が欠落しているが、

継続して勤務していたので、調査の上、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された申立人に係る労働者名簿、同僚の証言及び雇用保険

の記録から判断すると、申立人が同社及びそのグループ会社に継続して勤

務し(昭和 42 年４月１日にＡ社からグループ会社のＢ社へ出向)、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

42 年２月の社会保険事務所(当時)の記録から、４万 2,000 円とすること

が妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いて、事業主は、当時の社会保険事務担当者の記憶から、申立てどおりの

届出を行い、厚生年金保険料を納付したと主張しているが、事業主が資格

喪失日を昭和 42 年４月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所

がこれを同年３月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業

主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は申立人に



  

係る同年３月の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納

入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合

又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 4951 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 13 年８月 21 日から同年９月１日まで

の期間について、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者

資格の取得日に係る記録を同年８月 21 日に訂正し、当該期間の標準報酬

月額を 18 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 52 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 13 年８月 21 日から同年９月１日まで 

             ② 平成 14 年１月１日から同年４月 21 日まで 

    私は、Ａ社に平成 13 年６月 21 日から臨時雇用で、同年８月 21 日か

ら年俸制の契約社員となり、14 年４月 20 日まで勤務していた。13 年９

月から 14 年４月までの８か月分の給与明細書から厚生年金保険料が控

除されている。申立期間①を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

    また、給与は年俸額の 12 分の１を月額でもらっていたので、平成 14

年１月からの標準報酬月額が９万 8,000 円に下がるのはおかしい。申立

期間②の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、雇用保険の加入記録、申立人の所持する給与明細

書及び事業主が保管している厚生年金保険料増減内訳書から、申立人が当

該期間にＡ社に継続して勤務していたことが認められる。 

   また、Ａ社においては、厚生年金保険料は翌月控除であるとしていると

ころ、上記給与明細書のうち、平成 13 年９月の給与明細書に厚生年金保

険料が控除されていた旨の記載がある。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①に係る厚生年金保



  

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人の所持する平成

13 年９月の給与明細書の保険料控除額から、18 万円とすることが妥当で

ある。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、誤ってオンライン記録どおりの資格取得に係る届出を

行ったことを認めていることから、事業主が平成 13 年９月１日を厚生年

金保険の資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所（当時）は、

申立人に係る同年８月の保険料の納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

   一方、申立期間②について、申立人は、標準報酬月額の相違について申

し立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる

保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内

であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定する

こととなる。 

   申立人の所持するＡ社の平成 14 年１月から同年４月までの給料明細書

によると、申立人の主張どおり、20 万円以上の標準報酬月額に見合う報

酬月額となっているが、給料明細書に記載されている保険料控除額に見合

う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致していることが

確認できる。 

   また、事業主は、「親会社であるＡ社と雇用契約後、子会社に出向させ、

両社で勤務する形態をとっており、両社の取決めで双方の会社から別々に

給与を支払い、子会社は適用事業所の届出を行っていないため、親会社で

ある同社から支給される給与に見合う保険料のみを控除している。」と回

答しているところ、事業主が保管している厚生年金保険料増減内訳書によ

ると、平成 14 年１月から同年４月までの期間については、オンライン記

録どおりの標準報酬月額に見合う保険料が控除されていたことが確認でき

る。 

   さらに、オンライン記録を見ても申立人の標準報酬月額について、遡っ

て標準報酬月額の訂正が行われた形跡は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間②について、厚生年

金保険被保険者として、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4952 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店

における厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を昭和 21 年１月

４日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 90 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 10 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20 年 10 月１日から 21 年１月４日まで 

    私は、昭和 17 年１月から 21 年５月まで、Ａ社に勤務していた。それ

にもかかわらず、同社Ｃ支店から同社Ｄ出張所に異動した際の 20 年 10

月１日から同社Ｄ出張所がＥ支店に昇格した 21 年１月４日までの厚生

年金保険被保険者記録が欠落している。申立期間を被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された社員台帳から判断すると、申立人がＡ社に継続して

勤務し（同社Ｃ支店から同社Ｄ出張所に異動）、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店におけ

る昭和 20 年９月の社会保険事務所（当時）の記録から 90 円とすることが

妥当である。 

   なお、オンライン記録においては、申立人の昭和 21 年１月４日から同

年５月 30 日までの被保険者期間は、Ａ社Ｃ支店における記録となってい

るが、同社Ｅ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、当該被

保険者期間は、同社Ｅ支店に係る記録であることが確認できる。 

また、社会保険事務所の記録によれば、Ａ社Ｄ出張所は厚生年金保険の

適用事業所としての記録が一切無いところ、Ｂ社は、「申立期間当時の出



  

張所勤務の社員に係る厚生年金保険加入手続については、通常は母店（当

該事案の場合は、Ｃ支店）で届出を行っていた。」と回答していることか

ら、Ａ社Ｄ出張所が昇格し、同社Ｅ支店が適用事業所となるまでは、申立

人の同社Ｃ支店での厚生年金保険被保険者資格を継続させるべきであった

と判断され、異動日については昭和 21 年１月４日とすることが妥当であ

る。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料

及び周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否については、これを確認できる関連資料及び周辺事情

が無いことから、行ったとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4953 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 40 年６月１日に厚生年金保険被保険者資格を

喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認められ

ることから、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂

正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 39 年６月から同年９

月までは２万 2,000 円、同年 10 月から 40 年５月までは２万 6,000 円とす

ることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年６月 18 日から 40 年６月１日まで 

    私は、昭和 38 年３月から 40 年５月末までＡ社に勤務した。厚生年金

保険の記録では、39 年６月 18 日から 40 年６月１日までの被保険者記

録が欠落しているが、39 年＊月には長女も誕生し、厚生年金保険に加

入していた記憶がある。調査の上、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間において、Ａ社での被保険者となった複数の同僚が申立人を記

憶している上、申立人に係る雇用保険の記録から、該当事業所不明となっ

ているものの、申立期間と重なる昭和 38 年６月６日に資格取得、40 年５

月 31 日に離職の記録が確認できることから、申立人が、申立期間におい

て同社に勤務していたことが確認できる。 

   また、健康保険厚生年金保険被保険者原票において、申立人の資格喪失

日（昭和 39 年６月 18 日）より後の昭和 39 年 10 月１日における定時決定

の記載が確認できるほか、被扶養者氏名欄には、同年＊月＊日に出生した

長女の名前が確認できることから、事業主が申立人の資格喪失日を同年６

月 18 日と届け出たとは考え難い。 

   さらに、当該被保険者原票の備考欄には、健康保険被保険者証の返納に

ついての記載と思われる「督促年月日 40.６.16」との記載が確認できる



  

ことから、申立人は、昭和 40 年６月頃までＡ社において被保険者資格を

継続していたことがうかがえる。 

   これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 40 年６月１日

に厚生年金保険被保険者資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に対し

行ったことが認められる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、上記の被保険者原票の記録

から、昭和 39 年６月から同年９月までは２万 2,000 円、同年 10 月から

40 年５月までは２万 6,000 円とすることが妥当である。 



  

神奈川厚生年金 事案 4954 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 21 年 10 月 14 日から同年 11 月１日までの期間及

び 23 年７月 20 日から 26 年５月１日までの期間について、Ａ社Ｂ事業所

の事業主は、申立人が 21 年 10 月 14 日に厚生年金保険被保険者の資格を

取得し、26 年５月１日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所

（当時）に行ったことが認められることから、当該期間に係る厚生年金保

険被保険者の資格取得日及び資格喪失日に係る記録を訂正することが必要

である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 21 年 10 月は 330 円、

23 年７月は 600 円、同年８月から同年 10 月までは 4,200 円、同年 11 月

から 24 年４月までは 8,100 円、同年５月から 26 年４月までは 8,000 円と

することが妥当である。 

   申立期間のうち、昭和 26 年５月１日から同年５月２日までの期間につ

いて、申立人のＡ社本社における厚生年金保険の被保険者資格取得日は、

同年５月１日と認められることから、同社本社における資格取得日に係る

記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 11 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21 年 10 月 14 日から同年 11 月１日まで 

             ② 昭和 23 年７月 20 日から 26 年５月２日まで 

    亡くなった夫は、昭和 21 年 10 月 14 日にＡ社（現在は、Ｃ社）に入

社し、48 年５月に役員就任のため退職するまで継続して勤務していた。

しかし、21 年 10 月 14 日から同年 11 月１日までの期間及び 23 年７月

20 日から 26 年５月２日までの期間は、厚生年金保険の被保険者となっ

ていない。当該期間は、同社における内部異動であったものと思われる

ので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 



  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②のうち、昭和 21 年 10 月 14 日から同年 11 月１日まで

の期間及び 23 年７月 20 日から 26 年５月１日までの期間について、Ａ社

Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人と同

姓同名かつ同じ生年月日で、21 年 10 月 14 日に被保険者資格を取得し、

26 年５月１日に同資格を喪失している者の被保険者記録が確認でき、当

該被保険者記録の年金手帳記号番号は、申立人の基礎年金番号と一致して

いる。 

   また、Ｃ社が保管する人事記録及び同社が発行した職歴証明書から、申

立人が昭和 21 年 10 月 14 日にＡ社に入社し、48 年５月に役員就任のため

退職するまで継続して同社に勤務していたことが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、上記の被保険者名簿に係る被保険者記録

は申立人のものと認められ、事業主は、申立人が昭和 21 年 10 月 14 日に

厚生年金保険被保険者の資格を取得し、26 年５月１日に同資格を喪失し

た旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、上記の被保険者名簿及び旧

台帳の記録から、昭和 21 年 10 月は 330 円、23 年７月は 600 円、同年８

月から同年 10 月までは 4,200 円、同年 11 月から 24 年４月までは 8,100

円、同年５月から 26 年４月までは 8,000 円とすることが妥当である。 

   申立期間②のうち、昭和 26 年５月１日から同年５月２日までの期間に

ついて、Ａ社本社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立人

の資格取得日は同年５月２日となっており、オンライン記録と一致してい

る。 

   しかし、Ｃ社が保管する人事記録には、申立人が昭和 26 年５月にＡ社

本社に異動になったことが記載されており、同社の人事業務を担当するＤ

社は、「通常の異動では、異動前の事業所における被保険者資格喪失日と、

異動後の事業所における資格取得日に空白期間が生じることは無い。」と

回答している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社本社における資格取得日は、

昭和 26 年５月１日と認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 4955 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 24 年４月１日から同年５月１日まで

の期間について厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における

厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る記録を同年４月１日に訂正し、

当該期間の標準報酬月額を 8,100 円とすることが必要である。 

   また、申立期間のうち、昭和 42 年９月３日から同年 10 月２日までの期

間について厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社Ｄ支店における厚生年金保険被保険者

資格の喪失日に係る記録を同年 10 月２日に訂正し、当該期間の標準報酬

月額を６万円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 24 年４月１日から同年５月１日まで 

             ② 昭和 42 年９月３日から同年 10 月２日まで 

    私は、昭和 24 年４月１日にＡ社に入社し、平成４年２月に定年退職

するまで継続して勤務していたが、昭和 24 年４月１日から同年５月１

日までの期間及び 42 年９月３日から同年 10 月２日までの期間の厚生年

金保険の被保険者記録が欠落しているので、申立期間を被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、雇用保険の記録及びＢ社から提出のあった人事記

録から、申立人が昭和 24 年４月１日にＡ社Ｃ支店に入社したことが確認

できる。 

   また、申立人と同期入社である複数の同僚は、入社と同日の昭和 24 年

４月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認できる。 



  

   さらに、上記同僚の一人は、「申立人とは同期入社で、同じ昭和 24 年

４月１日入社なので、申立人だけ資格取得日が相違するのはおかしい。」

と証言している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間①に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

   また、申立期間①に係る標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店

における昭和 24 年５月の社会保険事務所（当時）の記録から、8,100 円

とすることが妥当である。 

   申立期間②について、雇用保険の記録及びＢ社から提出のあった人事記

録から判断すると、申立人はＡ社に継続して勤務し（昭和 42 年 10 月２日

に同社Ｄ支店から同社Ｅ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｄ支店にお

ける昭和 42 年８月の社会保険事務所の記録から、６万円とすることが妥

当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立期間①及び②について、共に不明であると回答し

ており、このほかにこれを確認できる関連資料が無いことから、明らかで

ないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日及び喪失日に係る届出を社会

保険事務所に対して行っていたか否かについては、これを確認できる関連

資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。

 



  

神奈川厚生年金 事案 4956 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 45 年５月 30 日から同年６月１日まで 

             ② 平成 14 年１月５日から同年２月１日まで 

    申立期間①について、私は、昭和 45 年５月 29 日を最終勤務日として

Ａ社を退職したが、資格喪失日が同年５月 30 日となっている。同社は

週休２日制で土曜日と日曜日が休日であったことから、同年５月 30 日

及び同年５月 31 日は勤務していないだけで、私の在籍期間は同年５月

31 日までであると認めるべきである。 

    申立期間②について、私は、Ｂ社を平成 14 年１月４日付けで退職し

たが、同年１月の給与明細書を見ると、厚生年金保険料が控除されてい

る。私は、入社した昭和 45 年６月に支給された給与からも保険料が控

除されていたと記憶しており、平成 14 年１月について厚生年金保険被

保険者期間として認めてほしい。 

    申立期間①及び②について厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人の供述及び複数の同僚の証言により、当該

期間当時、Ａ社の休日は土曜日及び日曜日であることがうかがえるところ、

申立人の同社の被保険者資格喪失日である昭和 45 年５月 30 日は、土曜日

であることが確認できる。 

   しかしながら、企業年金連合会における厚生年金基金の記録によると、

申立人の厚生年金基金加入員の資格喪失日は、昭和 45 年５月 30 日である

ことが確認でき、Ａ社に係る申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票

の記載と一致している。 



  

   また、オンライン記録において、申立期間より前に厚生年金保険被保険

者資格を取得している 349 名の記録を調査したところ、月末がＡ社の休日

となっている月に退職する場合（関連会社へ転勤した者を除く。）、申立

人が主張するように、休日も含めて被保険者期間とした上で翌月の１日を

資格喪失日とする扱いをされている者はおらず、資格喪失日は、最終勤務

日の翌日となっていることが認められることから、当時、同社は、最終勤

務日を退職日としていたことがうかがえる。 

   一方、厚生年金保険法では、第 19 条において、「被保険者期間を計算

する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその

資格を喪失した月の前月までをこれに算入する」としており、また、同法

第 14 条において、資格喪失の時期は、その事業所に使用されなくなった

日の翌日としていることから、申立人の資格喪失日は、昭和 45 年５月 30

日であり、申立人の主張する同年５月は、厚生年金保険の被保険者期間と

はならない。 

   申立期間②について、Ｂ社の回答及び雇用保険被保険者記録から、申立

人の同社における退職日は平成 14 年１月４日であることが確認できる。 

   また、申立人は、平成 14 年１月の給与明細書によると厚生年金保険料

が控除されていると述べているが、Ｂ社は、厚生年金保険料は翌月控除方

式であったと回答している上、申立人は、同社を同年１月４日付けで退職

したと供述している。 

   なお、仮に、申立人がＢ社により平成 14 年１月の厚生年金保険料を控

除されていたとしても、上述の厚生年金保険法第 19 条及び第 14 条により、

申立人の資格喪失日は、同年１月５日であり、申立人の主張する同年１月

は、厚生年金保険の被保険者期間とはならない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4957 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21 年６月１日から 22 年 12 月１日まで 

    私は、Ａ社に昭和 21 年６月１日に正社員として採用され、同社Ｂ工

場勤務を命じられた。厚生年金保険の被保険者記録は、22 年 12 月１日

に資格を取得したこととなっているが、当時、会社が発行した辞令及び

平成元年９月 30 日付けで退職した際の退職金計算書から入社日が昭和

21 年６月１日であることが確認できるので、当該期間について、厚生

年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出のあったＡ社が発行した辞令及び同社から提供のあった

人事記録カードにより、申立人が昭和 21 年６月１日に入社し、同社Ｂ工

場に勤務していたことが確認できる。 

   しかし、申立期間のうち、昭和 21 年６月１日から 22 年 11 月１日まで

の期間については、オンライン記録から、Ａ社Ｂ工場が厚生年金保険の適

用事業所となったのは、同年 11 月１日であり、当該期間においては適用

事業所ではないことが確認できる。 

   また、オンライン記録から、Ａ社本社が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは、昭和 22 年６月１日であるが、同社本社の健康保険厚生年金保

険被保険者名簿にも申立人の名前は無く、申立人から名前の挙がった同社

Ｂ工場の同僚についても、同社Ｂ工場が厚生年金保険の適用事業所となっ

た同年 11 月１日に初めて厚生年金保険の被保険者資格を取得しており、

それ以前の期間について同社本社の被保険者であったことは確認できない。 

   さらに、Ａ社は、当時の資料を保管しておらず、当時の厚生年金保険の

加入については不明であると回答しているが、同社Ｂ工場の健康保険厚生



  

年金保険被保険者名簿によると、同社Ｂ工場では、新規適用事業所となっ

た昭和 22 年 11 月１日付けで 15 名、同年 12 月１日付けで 14 名が被保険

者資格を取得していることが確認できることから、当時、事業主が一定の

人数の従業員を２回に分けて取得させていたことがうかがえ、申立人は、

健康保険の整理番号で＊番目となっており、同年 12 月の取得者の中に確

認できる。 

   加えて、申立人の雇用保険の被保険者資格取得日は昭和 22 年 11 月１日

となっているが、申立人と同様に厚生年金保険被保険者資格を同年 12 月

１日に取得した複数の同僚についても、雇用保険の資格取得日は同年 11

月１日であることが確認できることから、当時、Ａ社Ｂ工場では、厚生年

金保険と雇用保険の加入は一体でなかったことがうかがえる。 

   このほか、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いた事実を確認できる給与台帳、給与明細書、所得税源泉徴収票等の資料

は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4958（事案 948 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年３月 22 日から 45 年２月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間の厚生年金保険被保険者期間は、脱退手当金

で支給されたことになっていたので、年金記録確認第三者委員会に調査

してもらったが、委員会の結論は、脱退手当金を受給していないものと

認めることはできないとのことであった。しかし、私が同社に勤務して

いた当時、姉から、脱退手当金は請求しないよう助言されていたので、

脱退手当金を受給した覚えは無いと自信をもって言える。同社を退職す

る時に、退職の理由を同社に告げていない上、同社から脱退手当金につ

いての説明も無かった。今回、改めて同社に問い合わせてみたが、同社

によると、脱退手当金の支給及び代理請求の記録は無いとのことであっ

た。申立期間の脱退手当金の支給記録について、再度調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の脱退手当金の受給に係る申立てについては、Ａ社に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の厚生年金保険被保険者記

録は、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、

申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る

厚生年金保険被保険者資格喪失日から約８か月後の昭和 45 年 10 月 16 日

に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない上、

申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに、脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらないとして、既に当委

員会の決定に基づく平成 21 年７月 16 日付け年金記録の訂正は必要でない

とする通知が行われている。 

   申立人は、Ａ社から申立人が脱退手当金を受給したとする記録は無いと



  

の証言を得たと述べていることから、改めて同社に申立人の脱退手当金の

受給について問い合わせたところ、同社では、「当社が保管している社会

保険台帳には、申立人の脱退手当金支給に関する記載は無い。資料は残っ

ていないが、当社では、脱退手当金の代理請求は基本的に行っていなかっ

たと思う。社会保険台帳には、申立人に限らず脱退手当金支給に関する記

載は無く、退職者の脱退手当金の受給に関する記録の管理は行っていな

い。」と回答していることから、同社に保管されている社会保険台帳に申

立人の脱退手当金受給に関する記録が無いことをもって、申立人が脱退手

当金を受給していないものと認めることはできない。 

   このほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと

認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4959 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 27 年３月３日から 28 年５月１日まで 

             ② 昭和 31 年５月１日から同年９月１日まで 

    私は、昭和 27 年３月３日にＡ社に入社し、その後、時期ははっきり

覚えていないがＢ社に転職した。 

    厚生年金保険の記録では、Ａ社に入社した際の昭和 27 年３月３日か

ら 28 年５月１日までの期間が被保険者期間となっておらず、また、転

職した際の 31 年５月１日から同年９月１日までの期間も被保険者期間

となっていないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人の同僚の証言から、申立人が申立期間にお

いてＡ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、オンライン記録によると、Ａ社は、昭和 28 年５月１日に厚生

年金保険の適用事業所となっており、当該期間当時は適用事業所ではない

ことが確認できる。 

   また、厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、申立人の資格取得日

は昭和 28 年５月１日と記載されており、Ａ社に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿における申立人の資格取得日と一致している。 

   さらに、申立人と同時期に就職したとする同僚の厚生年金保険の資格取

得日も、昭和 28 年５月１日である上、「当時、厚生年金保険料は給与か

ら引かれていなかったと思う。」との証言を得ており、当該期間に係る厚

生年金保険料控除の事実を確認できる資料は無いとしている。 

   このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除について確認



  

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   申立期間②について、申立人の同僚の証言から、申立人が当該期間にお

いてＢ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、オンライン記録によると、Ｂ社は、昭和 31 年９月１日に厚生

年金保険の適用事業所となっており、当該期間は適用事業所ではないこと

が確認できる。 

   また、厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、申立人の資格取得日

は昭和 31 年９月１日と記載されており、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿における申立人の資格取得日と一致している。 

   さらに、Ｃ組合が保管していた厚生年金保険被保険者資格記録カードに

より、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 31 年９月１日に申

立人が同社で被保険者資格を取得したことが確認できる。 

   加えて、申立人と同時期に就職したとする同僚の厚生年金保険の資格取

得日も、昭和 31 年９月１日である上、同僚から「当該期間においては、

厚生年金保険料は給与から引かれていなかったと思う。」との証言を得て

おり、当該期間に係る厚生年金保険料控除の事実を確認できる資料は無い

としている。 

   このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険の被保険者として

申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4960 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年４月１日から同年 11 月２日まで 

    私は、高校の担任教師からの紹介で、高校卒業後の昭和 34 年４月１

日にＡ社（現在は、Ｂ社）に入社し、同年 11 月２日まで、Ｃ業務に従

事していた。当時、同様の作業をしていた同僚や、同期入社の社員の名

前も記憶しており勤務したことは間違いないので、当該期間を厚生年金

保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から同期入社として名前の挙がった同僚の証言から、申立人が申

立期間当時、Ａ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、申立期間にＡ社の工場長であった者、上記同僚及び申立人が同

じ作業をしていたとして名前を挙げた同僚から、同社は入社後すぐには厚

生年金保険に加入させていなかった旨の証言があるところ、申立人とは職

種の異なる同僚は、厚生年金保険の資格を入社後約半年経過後に取得し、

申立人と同様の作業をしていた同僚は、入社後約２年経過後に取得してい

ることが確認できる。 

   また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立人の名前は

無く、整理番号の欠番も見当たらない上、申立人から同じ作業をしていた

として名前の挙がった別の同僚についても当該被保険者名簿に記録が無い

ことから、申立期間当時、同社では、入社後一定期間、厚生年金保険に加

入させておらず、申立人も申立期間について同様の扱いをされたことがう

かがえる。 

   さらに、Ｂ社は、申立期間の資料を保管しておらず、申立人の申立期間

における厚生年金保険料の控除について確認することができない。 



  

   このほか、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いた事実を確認できる給与台帳、給与明細書、所得税源泉徴収票等の資料

は無い。  

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



  

神奈川厚生年金 事案 4961 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年 10 月１日から 55 年８月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間に係る標準報酬月額につい

ては、申立期間以前の 32 万円から、昭和 53 年 10 月から 54 年７月まで

は 26 万円に、同年８月から 55 年７月までは 30 万円に変更されている

が、申立期間においては 35 万円ぐらいの給与をもらっていたので、標

準報酬月額を変更前の 32 万円に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、オンライン記録において、申立人に係る厚生年金保険の標準

報酬月額が、申立期間以前の 32 万円から、昭和 53 年 10 月から 54 年７月

までは 26 万円に、同年８月から 55 年７月までは 30 万円に減額されてい

るが、申立期間当時は毎月 35 万円ぐらいの給与が支給されていたと述べ

ている。 

   しかし、Ａ社の事業主は、申立人の申立期間に係る給与額や厚生年金保

険料の控除額が分かる賃金台帳等の資料は残っていないと回答しており、

申立人も給与明細書等の資料を所持していないことから、申立人の申立期

間における報酬月額及び保険料控除額について確認することができない。 

   また、Ａ社が加入していたＢ厚生年金基金の申立人に係る加入員台帳に

おいて、申立人の標準報酬月額は、算定基礎届により昭和 53 年 10 月１日

付けで 26 万円に変更された後、月額変更届により 54 年８月１日付けで

30 万円に変更されていることが確認でき、オンライン記録と一致してい

る。 

   さらに、上記の加入員台帳に記載された昭和 41 年 11 月 30 日から 61 年



  

10 月１日までの期間の標準報酬月額とオンライン記録は一致している上、

遡って記録訂正が行われた形跡も見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に相当する厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4962 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年 12 月６日から２年 12 月３日まで 

    私は、平成元年 12 月６日から５年１月５日までの期間、Ａ社の総務

部門の顧問として勤務していた。厚生年金保険の記録では、同社に勤務

していた期間の加入記録が無い。２年 12 月３日までは厚生年金保険に

加入していたはずであることから、申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する名刺及び複数の同僚の証言から、申立人が申立期間に

おいてＡ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、申立人は申立期間である平成

元年 12 月６日においてＡ社での厚生年金保険被保険者資格を取得したも

のの、２年２月 16 日付けで当該記録の取消処理が行われていることが確

認できる。 

   また、オンライン記録から、Ａ社において申立期間を含む昭和 62 年７

月１日から平成５年１月１日までの期間に被保険者資格を取得している被

保険者は 30 名いるが、このうち、資格取得日等に係る記録の取消処理が

行われているのは申立人のみであることが確認できるところ、同社の元役

員は、「本人からの申出等の理由が無ければ取消処理は行わない。」と回

答しているほか、当該取消処理が行われた当時の同社の経営状況及び申立

人の勤務実態について複数の同僚は、「経営状況は問題無く順調だっ

た。」、「申立人の勤務は、入社当時は常勤ではなかった。」と回答して

いる。 

   さらに、オンライン記録から、申立人は、平成元年５月から旧厚生年金



  

保険法の規定による老齢年金を受給し、申立期間においても当該老齢年金

を受給していることが確認できるが、当時は、被保険者が老齢年金を受給

する場合、標準報酬に応じて支給停止が行われる制度であったところ、申

立人については、申立期間において、支給停止が行われていない。 

   加えて、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

た事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがえ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4963 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39 年４月頃から 42 年２月頃まで 

             ② 昭和 42 年３月頃から 44 年４月頃まで 

    申立期間①において、私は、Ａ社でＣ業務をしていた。 

    申立期間②において、私は、Ｂ社でＤ業務をしていた。 

    両社とも、給与から厚生年金保険料を控除されていたことを覚えてい

るので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、同僚の証言から、申立人が当該期間においてＡ社

に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、オンライン記録から、Ａ社は厚生年金保険の適用事業所

になっていないことが確認できる。 

   また、申立人がＡ社で一緒に勤務していたとして名前を挙げた同僚は、

「Ａ社は個人の会社だったので厚生年金保険に加入していない。厚生年金

保険料を給与から控除されていない。」と述べているところ、当該期間に

厚生年金保険の記録は無い。 

   さらに、Ａ社の商業登記が管轄する法務局において確認できないことか

ら、同社、事業主及び役員から申立人の厚生年金保険料控除等について聴

取することができない。 

   加えて、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

   申立期間②について、申立人の具体的な記憶から、申立人が当該期間に

おいてＢ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、オンライン記録から、Ｂ社は厚生年金保険の適用事業所



  

になっていないことが確認できる。 

   また、Ｂ社の商業登記が管轄する法務局において確認できないことから、

同社、事業主及び役員から申立人の厚生年金保険料控除等について聴取す

ることができない。 

   さらに、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがえ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4964 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23 年４月から 24 年２月まで 

    私は、昭和 20 年４月に大学に入学し、申立期間にＢ社４階にあった

Ａ事業所において、Ｄ業務に従事したが、年金の記録となっていないの

で、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、複数の同僚の証言から、期間は特定できないものの、Ａ事業

所に在籍していたことは推認できる。 

   しかし、進駐軍労務者については、「進駐軍労務者に対する健康保険法

及び厚生年金保険法の適用に関する件」(昭和 23 年 12 月１日付け厚生省

保険局長通知)により、おおむね昭和 24 年１月１日を期して資格を取得さ

せることとされており、Ａ事業所を管轄する渉外労務管理事務所の厚生年

金保険の適用は同年４月１日となっていることから、当該期間において厚

生年金保険の適用がなかったところ、申立人及び申立人から名前の挙がっ

た同僚３名を含め 402 名が同日に被保険者資格を取得していることが確認

できる。 

   また、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）、Ａ事業所に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及びＣ事務所の回答による申立人

の厚生年金保険の被保険者期間は、昭和 24 年４月１日から同年 10 月 25

日までとなっており、全て一致している。 

   さらに、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

た事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがえ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



  

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4965 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60 年８月１日から 61 年１月１日まで 

    私は、昭和 60 年４月中旬にＡ社に入社し、同年５月から同年７月ま

で研修を受け、同年８月から正社員となり年末まで勤務し、厚生年金保

険料を控除されていた。しかし、厚生年金保険の記録では、58 年 10 月

１日に同社において被保険者資格を取得し、59 年３月 10 日に同資格を

喪失したことになっている。私が、同社で正社員として勤務したのは、

60 年８月１日から同年の年末までの期間なので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 59 年３月 31 日までＢ社に嘱託として勤務していたので、

Ａ社で厚生年金保険の記録がある 58 年 10 月１日から 59 年３月 10 日まで

の期間については同社で勤務できるはずがなく、同社における被保険者期

間は申立期間であったはずであると述べている。 

   しかし、Ｂ社に申立人の勤務期間について照会したところ、同社は、

「申立人は、昭和 48 年６月 15 日に当社に入社し、同年９月１日に職員登

用され、57 年３月１日に嘱託編入、同年３月 24 日に当社を退社後、再度、

同年 11 月 30 日に嘱託として入社し、58 年３月 13 日に当社を退社し

た。」と回答している。 

   また、Ａ社Ｃ支社が保管する年間退職者リスト（58 年度）、厚生年金

保険被保険者台帳及び健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書

において、申立人は、昭和 58 年 10 月１日に同社に入社し、同日に厚生年

金保険の被保険者資格を取得し、59 年３月 10 日に同資格を喪失したこと

が確認でき、オンライン記録と一致する。 

   さらに、申立人は、昭和 60 年８月頃、息子がＣ病院に入院した際、Ａ



  

社の同僚が見舞いに来た記憶があり、申立期間は同社に勤務していたとし

ていることから、Ｃ病院に照会したところ、同病院は、「保存期間が経過

しているため、不明である。」と回答している。 

   このほか、申立人は、申立期間において厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等を所持しておらず、

申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4966 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年 11 月１日から 44 年６月１日まで 

    厚生年金保険の加入記録を確認したところ、Ｂ市にあったＡ事業所に

勤務していた昭和 42 年 11 月１日から 44 年６月１日までの期間の記録

が無い。給与から厚生年金保険の保険料を控除されていたと思うので、

当該期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が記憶していたＡ事業所の所在地とＣ会が保管していた資料に記

載されている所在地とが一致すること、及び雇用保険の記録から、申立人

が申立期間において同事業所に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、Ａ事業所は、厚生年金保険の適用事業所になっていない上、Ｃ

会が保管する同事業所の開設届に「自己開業、従業員は３名」と記載され

ていることから、申立期間当時、Ａ事業所は適用事業所の要件を満たして

いなかった可能性もうかがえる。 

   また、申立人は、申立期間当時の同僚等の氏名を記憶していない上、Ａ

事業所の開設者は連絡先が不明なため、申立人に係る供述を得ることがで

きない。 

   このほか、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等を所持していない上、申

立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4967 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28 年 11 月１日から同年 12 月１日まで 

    私は、昭和 28 年 10 月 26 日から 31 年２月 24 日までＡ内のＢ社で勤

務していたが、申立期間の厚生年金保険被保険者記録が欠落している。 

    申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚の証言から、申立人が申立期間において、Ｂ社に勤務してい

たことは推認できる。 

   しかし、オンライン記録によると、Ｂ社は昭和 28 年 12 月１日に厚生年

金保険の適用事業所となっており、申立期間において、厚生年金保険の適

用事業所ではないことが確認できる。 

   また、Ｂ社は、Ａ内において、当初、子会社のＣ社の名称で社会保険に

加入していたところ、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、

申立人の厚生年金保険の被保険者資格喪失日が昭和 28 年 10 月 30 日と記

されている上、健康保険被保険者証を返納したことを意味する「返」の印

が確認でき、手続に不自然なところは見当たらない。 

   さらに、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳の記録とオンライン記

録は一致している上、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿で申

立人と同日の昭和 28 年 10 月 30 日に被保険者資格を喪失している同僚 33

名は、全員がオンライン記録における資格喪失日も同日であることが確認

できる。 

   加えて、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがえ



  

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4968 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年４月１日から 45 年６月１日まで 

    私は、昭和 43 年４月にＡ事業所に就職し、日勤や夜勤をこなしてい

たが、50 年３月に専門学校入学のため、退職した。そのうち、45 年６

月１日から 50 年３月 31 日までの期間は、Ｃ共済組合員期間として退職

一時金を受給済みとのことであるが、申立期間は、厚生年金保険に加入

していたはずなので、被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ｂ組合保管の申立人の退職に係る資料及び雇用保険被保険者

記録から、申立期間においてＡ事業所に勤務していたことは認められる。 

   しかしながら、Ａ事業所は、オンライン記録及び年金機構の回答から、

Ｃ共済組合の設立により、昭和 34 年１月２日に厚生年金保険の適用事業

所ではなくなっており、申立期間において厚生年金保険の適用事業所では

なかったことが確認できる。 

   また、申立人と同期入社の同僚は、自身と申立人は、就職後２年間は専

門学校に通学しながら半日だけの勤務であったため、当該期間は見習期間

であったと回答している。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがえ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4969 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49 年１月頃から 51 年 11 月頃まで 

             ② 昭和 51 年 12 月１日から 52 年１月１日まで 

             ③ 昭和 52 年１月頃から同年６月頃まで 

    私は、昭和 49 年１月頃から 51 年 11 月頃までＡ社Ｂ支店に、同年 12

月１日から同年 12 月 31 日までＣ事業所に、52 年１月頃から同年６月

頃までＤ社Ｅ支社に勤務していた。しかしながら、それぞれの期間につ

いて、厚生年金保険被保険者記録が無いので、確認の上、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人から提出されたパスポートに記載されてい

る勤務先企業名及び所在地と、事業主回答に記載されているＡ社Ｂ支店の

住所は一致することから、申立人が同社Ｂ支店に勤務していたことが推認

できる。 

   しかしながら、事業主は、当該期間も含めＡ社Ｂ支店は日本の厚生年金

保険の適用事業所ではないと回答している。 

   また、申立人は、「Ｆ国に渡航し、現地でＡ社Ｂ支店の面接を受けて、

同社Ｂ支店に採用され、同国の厚生年金保険に加入した。」と述べている。 

   申立期間②について、申立人は、Ｃ事業所に勤務していたと主張してい

るが、同事業所及び同事業所を経営していたＧ社の同僚に申立人を記憶し

ている者は無く、申立人の当該期間における勤務実態を確認することがで

きない。 

   また、Ｃ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票及びＧ社に係

る健康保険厚生年金保険被保険者原票には申立人の氏名は見当たらず、健



  

康保険の整理番号に欠番も無い。 

   申立期間③について、申立人は、Ｄ社Ｅ支社に勤務していたと主張して

いるが、同社は、オンライン記録において、適用事業所となった記録は無

い上、Ｉ社は、申立人が主張する事業所名が存在しないこと、及び申立人

の主張する業務についても同社と関連会社では行っていないことを回答し

ていることから、申立人の当該期間における勤務実態を確認することがで

きない。 

   また、申立人が勤務していたと主張する地域近隣に関連会社及び代理店

が存在していたかを関係事業所及び市役所等に確認したが、当該期間に同

地域近隣に関連会社及び代理店等があったとの証言を得ることができなか

った。 

   このほか、申立人の申立期間①から③までについて、事業主は関係資料

を保管していない上、申立人も給与明細書等、厚生年金保険料控除につい

て確認できる関連資料を所持していないことから、保険料控除について確

認することができない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間①から③までに係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4970 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年５月頃から 41 年 12 月頃まで 

             ② 昭和 44 年２月 27 日から 47 年１月１日まで 

             ③ 昭和 52 年４月１日から 53 年７月頃まで 

    私は、Ａ社に昭和 40 年５月頃に入社し、41 年 12 月頃に退社するま

で勤務したが、当該期間の厚生年金保険の被保険者記録が欠落している。

また、Ｂ社に 43 年９月 15 日に入社し、52 年３月 31 日に退社するまで

継続して勤務したが、44 年２月 27 日から 47 年１月１日までの期間の

厚生年金保険の被保険者記録が欠落している。さらに、Ｃ社に 52 年４

月１日に入社し、53 年７月頃に退社するまで勤務したが、当該期間の

厚生年金保険の被保険者記録が欠落している。それぞれの期間について、

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、事業所の所在地、業務内容及び会社の

内情を具体的に記憶していることから、期間は特定できないものの、申立

人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、申立人が記憶する住所及び商

業登記簿謄本で確認できる住所において、Ａ社が厚生年金保険の適用事業

所であったとする記録は無い。 

   また、現在の事業主は、「会社設立時から現在に至るまで厚生年金保険

には加入しておらず、従業員の給料から保険料は控除していない。」と証

言している。 

   さらに、申立人は、当時の同僚の名前については、名字のみの記憶であ

ることから、同僚調査が行えず、当時の状況が確認できない。 



  

   加えて、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

   申立期間②について、雇用保険の加入記録から、申立期間②のうち、昭

和 46 年３月１日から 47 年１月１日までの期間、申立人はＢ社に勤務して

いたことが確認できる。 

   しかしながら、事業主は、「数週間会社に連絡せず会社を休むようなこ

とがあれば、いろいろなことを総合的に判断して、退職扱いにすることは

ある。」と述べているところ、申立人は、「会社に連絡せず休んだことは、

１、２週間ぐらいならある。」と述べている。 

   また、事業主は、「原則として、正社員なら雇用保険、厚生年金保険及

び健康保険に加入させるが、本人が加入しない旨の意思を示せば加入させ

なかった。仕事が少なくなると、日雇の方が手取額が良くなるので、日雇

を希望する者もいた。」と述べているところ、複数の同僚がその旨の話を

聞いたことがあると回答しており、同社では当時、本人の希望により、厚

生年金保険に関する取扱いが異なっていたことがうかがえる。 

   さらに、事業主が保管している失業保険被保険者資格取得確認通知書欄

外に昭和 44 年２月 26 日の記載があり、これは離職日と考えられ、オンラ

イン記録における申立人の同社の被保険者資格喪失日は当該離職日の翌日

となっており、両者の喪失記録は一致している。 

   加えて、申立人が昭和 47 年１月１日にＢ社において再度資格を取得し

た時に係る厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿では、以前とは別の

番号が払い出されている上、事業主が保管している健康保険厚生年金保険

被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書及び同社に係る申立人の

健康保険厚生年金保険被保険者原票の資格取得日も同日となっており、オ

ンライン記録と一致していることが確認できる。 

   また、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

   申立期間③について、雇用保険の加入記録及び事業主の証言から、申立

期間③のうち、昭和 52 年４月１日から 53 年３月 14 日までの期間（以下

「在職期間」という。）において、申立人がＣ社に勤務していたことが認

められる。なお、申立人は同年７月頃まで勤務していたと主張しているが、

事業主は、「退職以外で雇用保険を途中で喪失させることは無い。」と供

述している。 

   しかしながら、Ｃ社は昭和 53 年４月１日に厚生年金保険の適用事業所

となっており、申立人の在職期間は適用事業所となっていないことが確認

できる。 

   また、Ｃ社の事業主及び申立人が名前を挙げた同僚２名は、同社が適用

事業所となった昭和 53 年４月１日以降の同社での厚生年金保険の加入記



  

録が確認できる。 

   さらに、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

   このほか、申立人の申立期間①から③までに係る厚生年金保険料の控除

を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、

申立期間①から③までに係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4971 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年４月 10 日から 45 年４月 16 日まで 

             ② 昭和 47 年４月１日から 50 年１月１日まで 

    厚生年金保険の記録によると、Ａ社及びＢ社に勤務していた期間につ

いては脱退手当金を支給済みとのことであった。しかし、脱退手当金を

受給していないので、申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＢ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び厚生年金保

険被保険者台帳記号番号払出簿から、申立人の同社における厚生年金保険

の記号番号は、申立期間の最終事業所となる同社に係る被保険者資格を喪

失した日（昭和 50 年１月１日）より後の昭和 50 年１月 29 日において、

Ａ社に係る厚生年金保険の記号番号に変更する旨の重複取消処理が行われ

たことが記載されているほか、脱退手当金が申立期間に係る最終事業所と

なるＢ社での厚生年金保険被保険者資格喪失日から約４か月後の同年４月

26 日に支給決定されたことを踏まえると、脱退手当金の請求手続に併せ

て、重複取消処理が行われたと考えるのが自然である。 

   また、申立人のＢ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱

退手当金が支給されたことを意味する｢脱｣の表示が記されているとともに、

申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、一連の事務処理に

不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立期間①及び②に係る脱退手当金裁定請求書及び脱退手当金

支給決定伺が年金事務センターに現存しており、申立人の脱退手当金につ

いて、申立期間②に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約 50 日後



  

の昭和 50 年２月 24 日に裁定請求書が受付され、同年４月 26 日に脱退手

当金が支給決定されていることが確認できるほか、添付すべき退職所得の

源泉徴収票の記載にも不自然さはうかがえない。 

   加えて、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに、脱

退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4972 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39 年 11 月１日から 40 年８月１日まで 

             ② 昭和 46 年８月１日から 49 年１月１日まで 

             ③ 昭和 56 年４月１日から同年７月１日まで 

             ④ 昭和 58 年 10 月１日から 59 年 10 月１日まで 

    厚生年金保険の記録によると、私がＡ社（現在は、Ｂ社）に勤務して

いた期間のうち、申立期間①、②及び④に係る標準報酬月額が、各直前

月の標準報酬月額より低額となっている。また、申立期間③は、昭和

56 年４月に昇給したにもかかわらず、当該期間に係る標準報酬月額が

変更されていない。 

    調査の上、申立期間①から④までについて、標準報酬月額を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、昭和 39 年 11 月 12 日にＡ社Ｆ支店か

ら同社Ｃ支店に異動した際、標準報酬月額が 26 万円（16 等級）から 24

万円（15 等級）へ下がっているが、異動後に標準報酬月額が低額になる

のはおかしいと主張している。 

   しかしながら、オンライン記録において、申立人が勤務していたＡ社Ｆ

支店から同社他支店へ異動した 28 名の同僚の標準報酬月額の推移を調査

したところ、うち 11 名は、申立人と同様に異動後の標準報酬月額が異動

前よりも低額となっていることが確認できることから、申立人の標準報酬

月額が異動後に低額となったことについて、不自然な事務処理が行われた

事情は見当たらない。 



  

   また、Ｂ社が提出した申立人の人事記録には、当該期間に係る異動前の

Ａ社Ｆ支店での職務内容は｢Ｈ係及びＩ係｣、異動後の同社Ｃ支店での職務

内容は｢Ｈ係｣と記載されているところ、申立人は、｢Ｈ係は残業が無いが、

Ｉ係は残業がある。｣旨を供述していることから、Ａ社Ｆ支店から同社Ｃ

支店に異動になったことに伴い残業が少ない職務内容となったため、異動

後の標準報酬月額が低額になったことがうかがえる。 

   申立期間②について、申立人は、当該期間の給与は昇給しているにもか

かわらず、標準報酬月額が低額に変更されているのはおかしいと主張して

いる。 

   しかしながら、オンライン記録により、申立人が当該期間に勤務してい

たＡ社Ｄ支店に係る 25 名の同僚の標準報酬月額の推移を調査したところ、

そのうち 10 名が、申立人と同じ昭和 46 年８月１日付けの随時改定におい

て標準報酬月額が低額に変更されている上、当該 10 名のうち１名は、標

準報酬月額が７等級低下していることが確認できることから、申立人の標

準報酬月額が同僚の取扱いと異なる不自然な事務処理が行われた事情は見

当たらない。 

   また、申立人が提出した昭和 46 年 12 月分、47 年４月分及び同年 12 月

分の給与明細書の厚生年金保険料控除額欄に記載されている保険料控除額

に見合う標準報酬月額は、オンライン記録において、各控除月に係る標準

報酬月額と一致していることが確認できる。 

   申立期間③について、申立人は、昭和 56 年４月に昇給したにもかかわ

らず、当該期間の標準報酬月額が変更されていないのはおかしいと主張し

ている。 

   これについては、厚生年金保険法の規定により、固定的賃金の変動月以

降３か月間に支払われた報酬額の平均月額が該当する標準報酬月額の等級

区分と現在の等級に２等級以上の差が生じた場合、随時改定として、標準

報酬月額の月額変更処理を行うこととされているところ、Ｂ社が提出した

人事記録及びオンライン記録から、申立人の標準報酬月額は、申立人が昇

給した昭和 56 年４月から３か月を経過した同年７月１日において 29 等級

（28 万円）から 32 等級（34 万円）に変更されていることが確認できるこ

とから、申立人の標準報酬月額は、同年４月１日付けの昇給に伴い、同年

７月１日において随時改定が適正に行われていることが確認できる。 

   申立期間④について、申立人は、当該期間の給与は昇給しているにもか

かわらず、標準報酬月額がそれまでの期間より減額されているのはおかし

いと主張している。 

   しかしながら、オンライン記録において、申立人が当該期間に勤務して

いたＡ社Ｅ支店に係る 88 名の同僚の標準報酬月額の推移を調査したとこ

ろ、そのうち 34 名が申立人と同様に定時決定において標準報酬月額が減



  

額されていることが確認できることから、申立人の標準報酬月額が同僚の

取扱いと異なる不自然な事務処理が行われた事情は見当たらない。 

   また、申立期間②から④までについて、Ｇ厚生年金基金が提出した加入

員台帳に記載されている申立人の標準報酬月額はオンライン記録と一致し

ていることから、同社は、社会保険事務所（当時）に対しオンライン記録

どおりの届出を行ったものと認められるほか、申立期間①から④までにつ

いて、オンライン記録において、申立人の当該期間に係る標準報酬月額に

ついて遡及訂正等の不自然な処理は見当たらない。 

   さらに、Ｂ社は、申立期間②から④までについて、申立人の当該期間の

標準報酬月額は、Ｇ厚生年金基金の保管するＡ社に係る加入員台帳に記載

されている月額であり、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料は給与から控除していないと回答している。 

   加えて、申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年 12 月分、47 年４月分

及び同年 12 月分以外の期間に係る給与明細書を保管していない上、Ｂ社

が提出した申立人の人事記録には、申立人が主張する厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていた事実を確認できる記載は見当たらない。 

   このほか、申立期間①から④までの期間について申立人の主張する標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間①から④までについてその主張する標準報酬月額に相当

する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めること

はできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4973 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50 年８月 20 日から 53 年９月 21 日まで 

    私は、昭和 50 年８月 20 日から平成 12 年５月 11 日まで、Ａ社に勤務

していたが、昭和 50 年８月 20 日から 53 年９月 21 日までの厚生年金保

険の被保険者記録が欠落している。 

    申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された退職金明細書の入社年月日及び同僚の証言から、

申立人が申立期間において、Ａ社に勤務していたことは認められる。 

   しかしながら、Ａ社から提出された「健康保険厚生年金保険被保険者資

格取得確認および標準報酬決定通知書」の被保険者資格取得日及び「被保

険者資格喪失確認通知書」の資格喪失日は、オンライン記録と一致してお

り、手続に不自然なところは見当たらない。 

   また、申立人及び申立期間当時に勤務していたとする複数の同僚の雇用

保険の被保険者期間は、厚生年金保険の被保険者期間と一致していること

が確認できる上、これらの同僚は、入社してしばらくは厚生年金保険に加

入していない旨供述している。 

   さらに、申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得手続を行ったとする

Ａ社の事務担当者は、申立人について、「当時、社会保険事務所（当時）

から指導を受け、厚生年金保険に加入していなかった社員をまとめて加入

させており、その中の一人である。」と供述している。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがえ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者であったことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4974 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年 10 月１日から７年８月１日まで 

    私は、昭和 50 年２月から平成 20 年 11 月まで、Ａ社に勤務していた

が、厚生年金保険の記録では、申立期間の標準報酬月額が 47 万円とな

っており、給与明細書に記載されている総支給額よりも低いので、標準

報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初、50 万円と記録されて

いたが、平成７年８月４日付けの「健康保険厚生年金保険被保険者標準報

酬決定通知書（訂正）」により、47 万円に訂正処理されていることが確

認できる。 

   しかしながら、Ａ社から提出された平成６年８月１日付けの「健康保険

厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」により、申立人の標準報酬月

額は、47 万円と決定されるべきところを誤って 50 万円と決定されていた

ことが確認でき、このことについて、年金事務所は、「当初の標準報酬月

額の決定に誤りがあり、後に誤りに気付き、訂正となった。」旨を回答し

ている。 

   また、申立人が保管している給与明細書から、申立期間の厚生年金保険

料は、当初決定された標準報酬月額（50 万円）に基づいた金額を控除さ

れていたことが確認できるが、Ａ社から提出された平成７年 10 月分給与

明細書及び「給与データ確認リスト」において、申立人の同年９月の厚生

年金保険料は、標準報酬月額（53 万円）に見合う控除額よりも低額とな

っているところ、このことについて、同社は、申立人の申立期間の標準報



  

酬月額の訂正による保険料の超過控除分を同年９月の保険料と相殺するこ

とで返金した旨を回答している上、申立人も、当時、同社から同様の説明

を受けた旨を供述している。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4975 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年７月５日から 46 年４月１日まで 

    私は、臨時職員としてＡ社（現在は、Ｂ社）に昭和 45 年４月から 46

年３月末まで勤務していたにもかかわらず、ねんきん特別便では、45

年４月８日から同年７月５日までの厚生年金保険の加入記録しか無い。

同年７月に辞めて貯蓄の無い中で 46 年３月まで短期のアルバイトをす

るということは、一人で生活するという私の置かれていた状況から考え

てあり得ない。調査の上、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 46 年３月末日付けをもって退職したと主張しているが、

Ｂ社が保管する申立人に係る人事異動通知書によると、申立人は 45 年４

月８日に採用され、同年７月４日に退職したことが確認できる。 

   また、Ｂ社が保管する申立人の｢辞職願｣には、昭和 45 年７月４日付け

で辞職したい旨の記載があり、申立人の押印があることが確認できる。 

   さらに、申立人は、同僚の氏名を記憶していない上、申立期間当時、臨

時職員として勤務していた同僚 28 名に照会を行ったところ、22 名から回

答があったが、いずれも申立人を記憶していないことから、申立人の申立

期間における勤務実態及び保険料控除について確認することができない。 

   加えて、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿では、申立人は昭和 45 年４

月８日に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、同年７月５日に同資格を

喪失しており、オンライン記録と一致している上、申立期間に申立人の名

前は無く、健康保険の整理番号に欠番も無い。 

   また、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を給与から控除されていた



  

ことが確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、このほか申立人

の申立期間における保険料の控除がうかがえる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間について、厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4976（事案 2843 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 27 年２月６日から 29 年１月４日まで

の期間及び同年４月１日から 31 年７月２日までの期間について、厚生年

金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。 

   また、申立人は、申立期間のうち、昭和 31 年７月２日から 34 年７月

26 日までの期間及び同年７月 26 日から 41 年７月５日までの期間につい

て、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 27 年２月６日から 29 年１月４日まで 

             ② 昭和 29 年４月１日から 31 年７月２日まで 

             ③ 昭和 31 年７月２日から 34 年７月 26 日まで 

             ④ 昭和 34 年７月 26 日から 41 年７月５日まで 

    私が、年金受給の手続に行った時、記録では昭和 29 年１月４日付け

資格取得の会社名がＢ社（現在は、Ｄ社）との記載があった。 

    私は、複数の厚生年金保険被保険者証を提出し、Ｂ社はＡ社を退職後

に勤務した会社であり、同社には昭和 27 年２月から勤務していた旨を

社会保険事務所（当時）に伝えた。その後、ねんきん特別便が自宅に届

き、29 年１月４日に被保険者資格を取得した会社名がＡ社に訂正され

ていただけで、資格取得日の訂正は無かった。第三者委員会に申立てを

行ったが記録の訂正はできないとの返答であった。しかし、新たな資料

や情報は無いものの、私は、27 年２月６日からＡ社に勤務していたの

で、再度第三者委員会で審議してほしいと再申立てをしたが、前回と同

様に記録の訂正はできないとのことであった。年金事務所で同僚の記録

を見たが納得がいかないので新たな周辺事情は無いが、再度第三者委員

会で審議してほしい。 

    私は、昭和 29 年４月に、Ｂ社が行った春の定期募集に応募し、同社



  

に入社したが、同社の人事記録には 31 年６月２日入社となっており、

厚生年金保険の資格取得日が同年７月２日となっているので、申立期間

を同社に係る厚生年金保険被の保険者期間として認めてほしい。 

    また、Ｂ社に係る厚生年金保険の被保険者期間の標準報酬月額が、当

時受け取っていた報酬額より低く記録されている。同社に入社した際の

初任給が１万 2,000 円だったと記憶しているので記録の訂正をしてほし

い。 

    Ｃ社（現在は、Ｅ社）に係る厚生年金保険の被保険者期間の標準報酬

月額が当時受け取っていた報酬額より低く記録されている。同社に入社

した時の初任給は３万 6,000 円だったと記憶しているので記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人と同じ厚生年金保険被保険者の資格取得日

となっている複数の同僚は、その記憶する入社時期の約１年から２年後に

被保険者資格を取得しており、複数の同僚から「入社と同時に厚生年金保

険には加入していなかった。」、「組合活動が活発になり、その後、厚生

年金保険に加入したと思う。」との供述が得られた上、Ａ社の役員は「昭

和 20 年後半に組合活動が活発になり、労働条件を整備したと聞いたこと

がある。」と述べていることから、同社では、申立期間においては入社し

てもすぐには厚生年金保険に加入させていなかったことがうかがわれると

して、既に当委員会の決定に基づく平成 21 年８月 27 日付け年金記録の訂

正は必要でないとする通知が行われている。 

   申立人は、新たな周辺事情は無いが、確かにＡ社に入社した日は昭和

27 年２月６日だったと主張するが、委員会の当初の決定を変更すべき新

たな事情は見当たらないとして、既に当委員会の決定に基づく平成 22 年

６月 10 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   申立人は、年金事務所で同僚の記録を見たが納得がいかないので新たな

周辺事情は無いが、確かにＡ社に入社した日は昭和 27 年２月６日だった

と主張するが、これは委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認

められない。 

   申立期間②について、申立人は、２つの事業所において同時期に勤務し

たことは無いと述べているところ、申立期間のうち昭和 29 年４月１日か

ら 31 年６月５日までの期間は、ほかの事業所に係る厚生年金保険の被保

険者期間である。 

   また、申立人は、昭和 29 年４月に、Ｂ社が行った春の定期募集に応募

して同社に入社したと述べているが、同年４月１日に同社に係る厚生年金

保険の被保険資格を取得している同僚は、同日の定期採用者の中に申立人



  

はいなかったと述べている上、Ｄ社が保管する健康保険厚生年金保険被保

険者資格喪失届の備考欄には、申立人の入社日が 31 年６月２日と記載さ

れていることが確認できる。 

   さらに、Ｄ社が保管する健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届に記

載のある申立人を含む５名のＢ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿の資格取得日を見ると、入社日と同日に資格を取得した者はおらず、入

社日の１か月から２か月後に資格を取得していることが確認できることか

ら、同社は入社から一定期間をおいて被保険者資格を取得させていたもの

と考えられる。 

   加えて、申立人は、Ｂ社に入社した際に約１か月間の試用期間があった

と述べている。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

   申立期間③について、申立人は、当時受け取っていた給与額よりオンラ

イン記録の標準報酬月額は低いと申し立てているが、Ｂ社の複数の同僚は、

当時受け取っていた給与額と、社会保険事務所に届け出された標準報酬月

額の相違は無いとしている。 

   また、当時の給与明細書等を所持している者はおらず、当時の状況が確

認できない上、申立人と年齢が近い複数の同僚の標準報酬月額は、申立人

とほぼ同額で推移していることが確認でき、申立人の標準報酬月額のみが

同僚の取扱いと異なり低額であるという事情は見当たらないほか、Ｂ社に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿をみても、標準報酬月額が訂正処

理された形跡は認められない。 

   さらに、Ｄ社は、当時の資料が無いとしており、申立てどおりの標準報

酬月額に見合う保険料控除を行ったかについて確認できない。 

   申立期間④について、申立人は、当時受け取っていた給与額よりオンラ

イン記録の標準報酬月額は低いと申し立てているが、Ｃ社の複数の同僚は、

当時受け取っていた給与額と、社会保険事務所に届け出された標準報酬月

額の相違は無いとしている。 

   また、当時の給与明細書等を所持している者はおらず、当時の状況が確

認できない上、申立人と年齢が近い複数の同僚の標準報酬月額は、申立人

とほぼ同額で推移していることが確認でき、申立人の標準報酬月額のみが

同僚の取扱いと異なり低額であるという事情は見当たらないほか、Ｃ社に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿をみても、標準報酬月額が訂正処

理された形跡は認められない。 

   さらに、Ｅ社は、当時の資料が無いとしており、申立てどおりの標準報

酬月額に見合う保険料控除を行ったかについて確認できない。 



  

   これらを総合的に判断すると、申立人が申立期間③及び④についてその

主張する標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4977 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32 年９月１日から 34 年５月 20 日まで 

    私は、昭和 32 年９月１日から 34 年８月 28 日までの期間にＡ社にＣ

職として継続して勤務していた。 

    しかし、厚生年金保険の記録によると、Ａ社本社に勤務していた期間

について、厚生年金保険被保険者期間となっていない。 

    Ａ社Ｂ工場に勤務していた期間については、厚生年金保険の被保険者

期間となっており、同社本社に勤務していた期間についても当然加入し

ていたはずである。 

    毎月の給与から保険料も控除されていたので、申立期間を厚生年金保

険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の代表取締役及び同僚の供述により、申立人は申立期間において同

社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、当該代表取締役は、「申立期間当時、Ａ社は厚生年金保

険の適用事業所ではなかったので、給与から保険料を控除していない。」

と回答しているところ、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

は、同社が厚生年金保険の適用事業所となったのは、昭和 35 年 12 月１日

と記載されており、申立期間は厚生年金保険の適用事業所でなかったこと

が確認できる。 

   また、当該代表取締役及び同僚は、Ａ社が適用事業所になった昭和 35

年 12 月１日に、同社において初めて厚生年金保険被保険者資格を取得し

ており、申立期間については厚生年金保険被保険者となっていない。 

   さらに、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認



  

できる給与明細書等の資料を所持していない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除についてう

かがえる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4978 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50 年 12 月１日から 51 年９月１日まで 

    私は、昭和 49 年３月１日から 52 年 11 月 29 日に退職するまで、Ａ社

に勤務し、主にＢ社（現在は、Ｅ社）に派遣され工事現場で勤務してい

た。年金記録を見ると、Ｃ社に派遣されＦ職の見習工としてＤ町の現場

で勤務した３か月間及びその後のＢ社の現場に勤務した６か月間の厚生

年金保険被保険者記録が欠落していた。Ａ社に継続して勤務していたの

で、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の記憶及び同僚の証言から判断すると、申立人は申立期間にＡ社

に在籍し、Ｄ町にあったＣ社の工事現場及びＢ社の工事現場に勤務してい

たことがうかがえる。 

   しかし、同僚は、「申立期間当時、ほかの事業所の現場に行くよう指示

された複数の同僚がいる。」と証言しているところ、Ａ社に係る健康保険

厚生年金保険被保険者原票を見ると、申立人が同社の被保険者資格を喪失

した昭和 50 年 12 月１日に同資格を喪失し、申立人が同資格を再度取得し

た 51 年９月１日に同資格を取得している同僚が複数いることが確認でき

る上、当該同僚に照会しても、申立人及び同僚自身の保険料控除に係る証

言は得られなかった。 

   また、申立人はＣ社について個人経営の事業所だったと述べているが事

業主の名前を覚えておらず、厚生年金保険料の控除について確認すること

ができない。 

   さらに、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、事業

主も既に死亡しており、当時の状況は不明である上、Ｅ社は、申立期間当



  

時の人事に関する記録は保存期間経過のため残っておらず不明としている。 

   加えて、Ａ社に係る申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、

昭和 50 年 12 月１日における資格喪失に伴う健康保険被保険者証返納日の

記載については確認できないが、申立人と同日又は１か月後に被保険者資

格を喪失している複数の同僚の同被保険者原票には、資格喪失後間もなく

健康保険被保険者証が返納された記載が確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

を認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4979 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54 年５月 10 日から 55 年１月 21 日まで 

    私は、昭和 54 年５月 10 日にＡ社に入社し、55 年８月 30 日まで継続

して勤務していたが、厚生年金保険の被保険者資格取得日は、同年１月

21 日となっている。申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の記憶、同僚の証言及び雇用保険の加入記録から、申立人は、申

立期間にＡ社に勤務していたことが認められる。 

   しかし、申立人の上司は、「原則、試用期間の６か月間は社会保険に加

入させていなかった。試用期間は、その間の出勤率等により延びることも

あった。」と証言している上、当該事業所の合併後の持株会社であるＢ社

の担当者は、「当時、試用期間の６か月間は加入させていなかった。また、

６か月は目安であり、前後に入社した者の届出や事業所の事務の締め日等

により柔軟に行っていた。」と証言している。 

   また、申立人を記憶している同僚は、「臨時雇いの者はすぐには厚生年

金保険への加入手続を取ってもらえなかった。昔のことなので、期間は覚

えていないが、私もしばらくしてから加入した。」と証言している。 

   さらに、Ｃ健康保険組合の保管する健康保険被保険者台帳には、昭和

55 年１月 21 日に資格取得、同年８月 31 日に資格喪失と記録されており、

厚生年金保険のオンライン記録と一致している。 

   加えて、Ａ社に係る厚生年金保険事業所別被保険者名簿において申立人

は、昭和 55 年１月 21 日に被保険者資格を取得し、同年８月 31 日に同資

格を喪失していることが確認でき、これはオンライン記録と一致している



  

上、申立期間において申立人の氏名は見当たらず、健康保険番号の整理番

号に欠番は無いことが確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

を認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4980 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55 年７月１日から 57 年４月１日まで 

    私は、昭和 55 年７月１日から 57 年３月 31 日までの期間、Ａ社にお

いてパートタイマーの事務員として勤務していたが、厚生年金保険の加

入記録では、厚生年金保険被保険者となっていない。 

    毎月の給与から保険料も控除されていたので、給与明細書等の保険料

控除を証明できる資料は無いが、申立期間について厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社及び複数の同僚の供述から、申立人は、申立期間おいて同社に勤務

していたことは推認できる。 

   しかしながら、Ａ社は、「人事記録等当時の資料は保管していないが、

Ａ社ではパートタイマー、アルバイト等の臨時従業員については社会保険

に加入させていない。」と回答している。 

   また、当時の申立人の夫の健康保険厚生年金保険被保険者原票から、申

立人は、申立期間に係る昭和 55 年７月１日から 56 年 10 月 21 日まで、夫

の被扶養者となっていたことが確認できる。 

   さらに、申立期間に係るＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者原票の整

理番号に欠番が無いことに加え、申立人は当該期間に係る給与明細書等を

保管していないため、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていた事実は確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除についてう

かがえる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4981 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60 年８月頃から 63 年５月頃まで 

    私は、昭和 60 年８月頃から 63 年５月頃までＡ事業所に勤務し、厚生

年金保険料を控除されていたと思うので、調査の上、申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間においてＡ事業所に勤務していたと述べている。 

   しかし、Ａ事業所はオンライン記録において厚生年金保険の適用事業所

として確認できない上、申立人は事業主の氏名を覚えておらず、申立期間

当時、同社が入居していたビルを管理していたＢ社は、「Ａ事業所はビル

のテナントではあったが、同社に係る契約書等の書面は無く事業主の氏名

等は分からない。」と回答しており、事業主の連絡先も不明なことから、

申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認できない。 

   また、申立人は、当時の同僚の氏名を記憶していないことから、申立人

の勤務実態を確認することができない。 

   このほか、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持してい

ない上、申立期間における、勤務実態及び保険料控除をうかがえる関連資

料、周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4982 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 12 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20 年 10 月頃から 21 年９月頃まで 

    私は、昭和 20 年 10 月頃から 21 年９月頃まで疎開先のＢ町にあった

Ａ社に勤務していたが、当該期間の厚生年金保険被保険者記録が無い。

調査の上、当該期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が述べている申立期間当時のＡ社の所在地と同社が提出した社史

により確認できる所在地が一致することから、期間は特定できないものの、

申立人が同社に勤務していたことはうかがえる。 

   しかし、Ａ社は、「申立期間当時の書類は無く、不明。」と回答してい

る上、当時の事業主も既に死亡していることから、申立人の勤務実態及び

厚生年金保険料の控除について確認できない。 

   また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人

が名前を挙げた上司の氏名は確認できない。 

   さらに、上記の被保険者名簿において、申立期間当時、厚生年金保険被

保険者であったことが確認できる８名のうち、３名は既に死亡し、ほかの

５名は連絡先が確認できないため、申立人の勤務実態を確認できない。 

   加えて、上記の被保険者名簿において、申立期間に申立人の氏名は見当

たらず、健康保険の整理番号に欠番も無い。 

   このほか、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる給料明細書等の資料を所持してお

らず、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがえる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 



  

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4983 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57 年９月 30 日から 60 年８月 23 日まで 

    私は、Ａ社を退職後、１か月ぐらいでＢ社（現在は、Ｃ社）に勤務し

た。途中で勤務内容が変わることになったため、次の会社へ転職した。

仕事を変える時は次の職場を決めてから退職するように心掛けてきたの

で、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 57 年９月 30 日から 60 年８月 23 日までＢ社に勤務して

いたと述べており、申立期間のうちの 59 年４月１日から 60 年４月 27 日

までについては、同社において雇用保険の被保険者となっていることが確

認できる。 

   しかし、申立人が名前を記憶している同僚は、Ｂ社で厚生年金保険の被

保険者記録が無い上、連絡先が不明のため申立人の勤務実態についての証

言を得ることができない。 

   また、申立期間において、Ｂ社で厚生年金保険被保険者となっている複

数の同僚に照会したところ、２名から回答があり、このうちの１名は、

「厚生年金保険の加入については、Ｂ社に入社する時にお願いして入れて

もらった。」と証言している上、Ｃ社からの回答でも、「申立期間当時、

厚生年金保険については個人の希望に基づき加入させていた時期であっ

た。」と回答している。 

   さらに、申立人は、「社会保険には当然加入するものとして、特に会社

に厚生年金保険の加入について申し出たことは無い。」と述べている。 

   加えて、Ｃ社は、申立期間に係る資料を保管していないとしていること

から、申立人の在籍及び厚生年金保険料の控除について確認することがで



  

きない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4984 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 61 年５月１日から 62 年５月１日まで 

             ② 平成２年１月 21 日から同年３月 21 日まで 

    私は、昭和 61 年５月１日から平成元年７月 21 日までＡ社に勤務して

おり、その間の、昭和 63 年にＣ免許を取得した。Ｃ免許の受験資格を

得るためには実務期間が２年必要だが、ねんきん特別便を確認したとこ

ろ、Ａ社の厚生年金保険の資格取得日が 62 年５月１日になっており、

必要な実務期間を満たせないことになってしまう。 

    また、Ｂ社には６か月の契約で勤務し、期間満了で辞めたので、平成

２年３月 20 日まで勤務したはずである。 

    どちらの記録も相違しているので、申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、事業主の証言から、申立人が当該期間においてＡ

社に勤務していたことは認められる。 

   しかしながら、Ａ社は申立人の厚生年金保険の加入手続について、「当

社において試用期間は無いが、申立人については、業務に関しての経験が

無く、勤務が続くかどうか、しばらく様子をみるため、厚生年金保険にす

ぐには加入させなかった。」と述べている。 

   また、申立人が記憶する同僚の一人は、「申立人は見習だったと思うが、

見習の厚生年金保険の加入については分からない。」と述べている上、ほ

かの同僚からも、厚生年金保険料の控除に係る供述を得ることができなか

った。 

   さらに、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与



  

から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は所持していな

い。 

   申立期間②について、申立人は、Ｂ社に勤務期間６か月の契約で入社し、

期間満了まで勤務したと主張しているが、雇用保険の記録では申立人の離

職日は平成２年１月 20 日となっている上、申立人が 13 年に勤務したＣ社

に提出した履歴書には、Ｂ社に勤務していた旨の記載が無いことから申立

人の申立期間における勤務実態を確認することができない。 

   また、申立人が記憶する同僚及びＢ社に係るオンライン記録において当

該期間に被保険者記録のある同僚から、厚生年金保険料の控除に係る供述

を得ることができなかった。 

   さらに、Ｂ社は既に解散しており、事業主も死亡していることから、申

立人の保険料控除に係る関連資料を得ることができない。 

   加えて、オンライン記録から、平成２年１月 21 日の資格喪失の届出が

同年２月１日に行われ、同日に健康保険被保険者証が回収されたことが確

認でき、一連の手続に不自然さは見当たらない。 

   また、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

   このほかに、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除

を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4985 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年１月１日から 47 年 10 月１日まで 

    私は、昭和 42 年 10 月から 50 年５月 31 日までＡ社にＢ職として勤務

していた。同社の厚生年金保険の新規適用日が 45 年１月１日であるな

らば、42 年から勤めていたので、45 年１月１日から 47 年 10 月１日ま

での期間も当然、厚生年金保険の被保険者期間である。申立期間を厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の履歴書及び同僚の証言により、申立人が申立期間にＡ社に勤務

していたことは推認できる。 

   しかし、申立期間当時の総務担当者は、「正社員には入社試験があった。

申立人はフリーの契約社員（以下「契約社員」という。）のＢ職であり、

正社員のＢ職と全く違う扱いだった。」と供述しており、申立人は、「Ａ

社には、正社員ではなく依頼されて契約社員として入社した。出勤時間は

自由で全くの自主管理制だった。普段は正社員とは全く異なった扱いであ

った。」と供述している。 

   また、正社員のＢ職であった同僚は、「当時Ａ社には、正社員のＢ職と

契約社員のＢ職がいた。正社員のＢ職は会社から給与が出て、厚生年金保

険に加入していた。しかし、契約社員のＢ職は、事業ごとの契約で事業の

予算の中から給与が支払われていたので、厚生年金保険には加入していな

いと思う。」と供述している。 

   さらに、申立人及び別の正社員のＢ職であった同僚が、契約社員であっ

たと記憶しているＢ職の同僚２名には、申立期間当時のＡ社における厚生

年金保険の被保険者記録が無い。 



  

   加えて、申立人は、昭和 45 年９月から 48 年６月まで、国民年金に任意

加入し、保険料を納付済みであるところ、申立人がＡ社における厚生年金

保険に加入した 47 年 10 月以降について、国民年金保険料が還付されてい

ることが確認できる。 

   また、申立人の雇用保険の被保険者記録は、昭和 47 年 10 月１日から

50 年６月１日までであり、申立人の厚生年金保険の被保険者記録と一致

している。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4986 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21 年 10 月 31 日から 23 年 11 月１日まで 

    私は、昭和 20 年 11 月１日にＢ社（当時の正式名称はＣ社）に入社以

来、同社に継続して勤務していた。21 年 10 月 31 日に統制令が解除さ

れ、同社は解散したが間を空けることなく、同社の承継会社としてＡ社

が新たに設立された。 

    厚生年金保険の被保険者記録が欠落すること自体考えられないので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社及びＣ社について詳細かつ明確に記憶しており、その内

容は当該事業所に係る文献の内容とも一致している。 

   しかし、Ｃ社が昭和 21 年 10 月 31 日に厚生年金保険の適用事業所でな

くなった後、Ａ社は、23 年 11 月１日に適用事業所となっており、申立期

間は適用事業所ではないことが確認できる。 

   また、申立人はＡ社で一緒に勤務していた同僚の名前を覚えていない上、

同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間において被

保険者資格を有する複数の同僚に、申立人の勤務実態について確認したと

ころ、「申立人の名前は記憶がある。しかし、私の厚生年金保険の記録に

ついては相違していないと思う。」との意見を得たが、申立人の申立期間

における勤務実態及び保険料の控除に係る供述までは得ることができなか

った。 

   さらに、Ｃ社及びＡ社における健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、

申立人と同様にＣ社が適用事業所でなくなった昭和 21 年 10 月 31 日に被

保険者資格を喪失し、Ａ社が適用事業所となった 23 年 11 月１日に同資格



  

を取得している複数の同僚が確認できる。 

   加えて、Ａ社は昭和 32 年６月 26 日に、厚生年金保険の適用事業所でな

くなっており、当時の事業主の連絡先も不明であることから、同社におけ

る申立人の申立期間における勤務実態及び給与からの厚生年金保険料の控

除について確認することができない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

を認めることはできない。

 


